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yĵ
^̂
5劇票肝耶阜

塩

見

顔

L

蜘

長

禰

餌

後
藤
　
勝
介
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

谷
　
　
寿
夫
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

早
川
　
孝
・
高
紬
　
　
榊事

村
玖
霊
-
h
㌘
補
佐

広
　
報
　
課
　
長

統
　
計
　
課
　
長

山
誓
ォ
'
f
t事

内
村
保
治
_
-
h
紬
長
補
佐事

,fe-JI*-∴

細
川
　
正
夫
I
課
　
長
　
補
　
佐

・
ア
蝣
蝣
-
白
　
　
　
!
蝣
-
蝣

荒
木
甲
子
郎

.
;
軒
講
∪
・
白
S
-
2
i
:
≠
蝣
&
蝣
-
 
'
.

":,vi「

中

島

利

秋

i

獅

鵠
ォ
z
r
u
{
柑

白
石
　
　
清

金
子
　
寿
堆

古
豪

佐
々
野
松
也

坂
梨
　
恒
也

松
原
　
誠
1

村
上
　
敦
一

己
E
K
l
謝

佐
藤
喜
八
郎

北
島
　
剛
房

河
内
山
　
恵

山
本
　
利
行

園
村
　
　
兵

書
枚
　
幹
男

宇
土
　
泰
由

小
畑
　
寛
治

広
田
　
一
弘

広
瀬
　
正
昭

木
戸
　
克
己

5

^

3

　

軍

団

音
久
夫K

辰
義

参参　第第第第第第参参参参

一二三四五六

係係係係係償

老
人
福
祉
係
長

薯
福
祉
係
長

理格付専　　　務務金事　　　　務護付　　　　　育理

係係係係　　　係係係係　　　　係係係　　　　係係

長長長長事事　長長長長事事事　長長長峯事事　長長事

高
倉

3

事*事事事

児
医
療
係
長

人
医
療
係
長

芯
退
H
I
*

課
給
付
係
長

理
　
係
　
長事事事事

本西平
串EsIJI

嘉静正
博夫則

田
中
　
芳
事

読

増大伊岡　守守池失小土松松犬上上山境　長小大永清荒中的志西佐　田青酸専横藤　村渡益太字村淵　賭森甲梅坂山　瀬疑≡
住森簾山　田田田野山井川山賀田田内　　広川石石水木村場本村藤　代岡島岡本井　上辺日田野上田　方田斐日本中　　　宅

真　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒
英協博高　巳陸　曹和　事正正秀久隆信　　正真政　幸佐修邦　正　進春　由　　　　弘　貞祐-松　康太故　　　　地幸
雄一幸貴　守男勝郎郎秀之清書誰雄一之　強義一彦進男男一宏明孝　一推彰毅正治　久次隆義書臣美　好道雄弘乗無　生一薫

事

I
.
二
∴
ふ

橋
本
　
熊
男
　
　
-
　
　
支
所
長
補
佐事

v
c
'
7
・
}
・
:
一
　
　
叫
h
輔
…

参
　
　
　
　
事

支
所
長
柄
堰事

;
i
間
-
>
-
z
-
-
∩
蝣
<
.
ト
抑
示

演
支

所

長

補

佐

参
　
　
　
　
事

町
界
町
名
係
長

行
　
政
　
係
　
長

庶
　
務
　
係
　
長

今
村
　
貞
夫

菊
池
　
重
則

上
村
　
芳
典

下
田
　
正
直

勝
山
　
正
広

内
田
　
義
信

林
　
　
　
昭

河
野
　
　
彰

中
尾
　
成
人

木
相
子
　
孝

本
田
　
博
義

高
野
　
俊
治

豊
田
　
孝
雄

岡
田
鍵
二
郎

萩
原
　
征
一

害
孝
之
品
㈱整整整整参参参参

理理理理
第第集束
一二三四
係係係係
長長兵長事事事孝　幸事孝幸

前光小志杉西菅　滝阪松寺清山大中田内　田岡積角
田永佐塩野山　　川本永本田形津山中柴　端本円田

井
力漕徳孝英民正　五　孝民武修暗七新敬　睦　　重
男治事前堆夫皐　月正博男弘司信郎-吾　彦央満雄

白
石

家
屋
第
三
係
長

家
屋
第
二
係
長

家
屋
第
1
係
長

土
　
地
　
係
　
長

賦
　
課
　
係
　
長

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

軽
自
動
車
係
長

市
民
税
第
三
係
長

市
民
税
第
二
係
長

市
民
誓
1
係
長

n参
　
　
　
　
事

事
業
所
現
係
長

法
　
人
　
係
　
長

管
　
理
　
係
　
長

児日村立黒続牧　青松河甲浜
島代上川木　野　村山津斐崎

昭寿正和昭新鉄　哲則　成則
夫雄治義博二矢　也義勝文昭

庶税

15 *1

nL
調給参参参

EXS

はE^^^^^K開閉

事　長長　事　長長峯事事

中甲藤清」二　藤津
島斐本田村　川留

弘治供輝美

三- :-S
庶参参　　　管購車参

務　　　　　　理買両

係　　　　　　係係係

長事事　　　長長長事

醐
細
誓
-
i
i
-
m

-
r
i
-
m
m
,
i
朋
舶

飛
松
京
一

帽
朋
勝
此
郎
⊥
蛸
細
禁

・
"
-
T
-
'
蝣
?
-
∩
…
山

福
島
孟
l
日
脚
掛
鵬
朗

市
原

杉
野

浜
田

曹
岡

下
田

荘
口

義大
里

票
∪
白
川
舶
鵬
悶

鹿

田

憲

鼓

g
^
H
E
国

林
田
　
元
義

柳
川
　
彰
也

伝
狙
　
S
E
3

源
　
　
畢
生

坂
本
義
士
夫

石
井
　
麗
莫

広
瀬
ト
,
、
、
子

爵
蓑

橋
本
　
英
人

西
岡
　
弘
1

手
島
　
彰
洋

古
河
　
幹
男

池
永
　
祐
二

矢岡山竹広
毛本口田島

三.三
参参参　　　　統資参参参

計科

wm

Sfiササ*

杉岡佐江福
本田森島島

政美赫章徹
範弘秀隆雄

審
　
査
　
係
　
長

出
　
納
　
係
　
長

聖　　欣良
之　　　青光

^rh
庶経　譲訴記

務理　事査象

係係　係係係

長長　長長長



川
村
巳

上
妻
　
達
夫

大
川
　
基
行

楠
出
張
所
長

l
原
町
出
張
所
長

清
水
出
張
所
長

警
防
二
係
長

警
防
　
1
　
係
長

l
〓
師
醐
舶
絹

田
尻
　
徳
雄

糸
永
　
　
亨

村
上
　
　
亨

松
村
　
和
人

f
H
i
a
n
閉

野
村
　
　
功

下
山
　
　
励

消
防
二
課
長
　
栗
崎
　
隆
二

消
防
一
課
長
　
柴
田
　
善
夫

警
防
四
係
長

警
防
三
係
長

小
島
出
張
所
長

川
尻
出
張
所
長

田
崎
出
張
所
長

意
葦
出
張
所
長

島
崎
出
張
所
長

警
防
二
係
長

警
防
一
係
長

木
下

吉
田

拷

導

課

長

H

S

K

3

間

l

H

J

i

蝣

-

-

z

.

-

-

河
崎
　
富
也
I
課
　
長
　
補
　
佐
　
上
野
　
淑
博

通

信

二

係

長

通
信
　
1
　
係
長

機
　
械
　
係
　
長

消

防

団

係

長

警
防
救
急
係
長

建
　
築
　
係
　
長

危

険

物

係

長

予
　
防
　
係
　
長

指
導
広
報
係
長

・
・
「
∴
　
二
二
「
㍉
、

林松古　金家西酒　山三山田丸　谷括　田川　本吉悦小青
山庄　田入山井　晶好木中山　川万　代嶋　田田　田本

娃公　　　孝茂国　信勝秀　義　　宏　高捷　　康姓正妃　幸義
教人勉　茂郎芙次　也利喜栄治　実明　造功　勝行輔二久　富徳

椿
　
　
俊
秋
　
　
-
　
　
場
　
長
　
補
　
佐
　
玉
置
　
通
知

永
E
E
　
幸
久
　
　
-
　
　
場
　
長
　
補
　
佐

松
…
幸
治
i
悶
悶
胴
帥

真
砂
　
正
博
　
　
-
　
　
課
長
　
補
　
佐

藤
野
　
清
和

-

　

管

理

係

長

lCi '̂
r-i:,

二
　
∴
∵

i
掛
軸
舶
舶

-

丁

∵

∵
事

・
清
　
算
　
室
　
長

土
地
区
画
整
理

--='蝣',捕

井
芹

義
昭

中
野
　
信
利

富
永
　
　
崇

水
洗
化
指
導
係
長

維
持
補
修
係
長

業
　
務
　
係
　
長

受
益
者
負
抱
金
係
長

庶
　
務
　
係
　
長

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

#
蝣

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

工
事
補
償
係
長

換
地
清
算
係
長

指
　
導
　
係
　
長

管
　
理
　
係
　
長

内
山

岩
根

三
原

W
ョ

藤
本

井
島

甲
斐

乗
矢

宮
川

ォ
蝣
,
H
限

江
口

橋
本

高
村

山
本

1
丸
孝
明
　
　
悶
舶
榊
鵬事

・

　

「

.

:

中本浜赤　　　　増大本
西田口星　　　　田住田

s
純吉事信　　　　敏秀次　　　　　　未
夫継吉雄　　　　堆一馬　　　　　恵人

rT品目Tr字[言者[
エ参　菅審指検参参参　庶菅施参参参

事　　理査導査　　　　務建設

係　　　係係係係　　　　　係係係

長事　長長長長事事事　長長長事事事

明暗康正行　元嘉　系親義　義四正　時敏昭　　議　　長敏　敏　省
敏澄徳輿春　久昭丘町人正　幸郎勝登碓正雄諭　一　孝博夫軍治勤次

開
発
指
導
係
長

蝣

-

-

・

　

・

-

-

u

事

I

-

C

'

-

:

-

・

事

宮
崎
哲
彦
_
h
㌘
補
佐

rrm

v!^
係諒TR係
長長長長事

合
志
　
高
一

西
部
土
木
事
業
所
長

東
部
土
木
事
業
所
長

事

E

-

金

昭

l

〓

醐

長

補

佐

江
藤
倍
夫
・
⊥
〓
柑
長
補
佐*

星
川
　
保
義

江
上
　
哲
也

課課参

長長

補補

佐佐事

:3S3闇
田木任

意
学猛明

u

庶菅占道参参参参参

務理用緒

係係係係

aaaMBMi記事

工上田青伊田吉岡鴫

艮辰　-謙専修孝三　友純　十弘　尚勝勇　修　昂英　　美栄　　尚政光恵俊
一巳瞳弘一雄夫司郎　春久　生武　昭一二聡生　生二エ　淳二　誼行嗣則介隆

晶蝣r-r晶
工工工工工工
事事事一事事事

萱萱萱豊萱豊
国IiUI=UIi

木喰島吉松佐
山日田岡本藤

一弘三惟　秋
夫秋郎誠弘徳

後橋三吉
藤本角野

重友　建
勝恒智成

私　　　侃梅　樽信
美孝胡散人郎晃秋洋

太
E
B
　
泰
雄
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

ド

　

-

　

I

-

・

=

帥

帥

1

・

技
　
術
　
係
　
長

管
　
理
　
係
　
長

・
=
…
-
-
∩
㌫
　
…

吉
永
多
嘉
夫

参
　
　
　
`
事

甲
斐
　
孝
生

食
肉
セ
ン
タ
ー
場
長

線
化
推
進
課
長

耕
　
地
　
課
　
長

_
-
i
-
z
r
 
i
o
-
*
*
蝣
　
…
仙
…
…

事

南

部

隆

男

l

細

長

補

佐

中
原

EEl代
中
原

樫
原

前
田

松
村

啓
葡

昭
,
i
脚
醐

脚
5
-
D
⊥
〓
…
;
/
…
・
?

事
水
産
課
長

農
　
林
　
課
　
長

-
∩
^
t
.
'
…
…
鵬事

-
:
-
・
-
*
*
　
昌
-
I
-
i
>
荊
…

宮
原

岩
下

"ill寄
松
山

馬
場
　
艮
尚

西
住
　
正
史

楠
田
　
　
最

佐
川
　
生
舟

浜
田
　
武
広

豊
田
　
　
稔

中
山
　
益
生

宮
部
　
敏
勝

西
山
　
菅
姓

永
田
竹
四
郎

直

E

M

3

四

大
川
　
輝
夫

広
重
　
正
克

水
黒
　
番
介

門
田
　
正
之

井
手
田
陽
1

君
田
　
秀
夫

小
島
　
省
吾

m
胤
　
S
e
E
S

田
添
　
田
借

酒
井
　
義
明

藤
城
寛
四
郎

近
藤
　
要
太

堀
田
　
喝
徳

Ⅷ

査

　

[

3

1

真
鍋
　
宗
孝

永
田
　
耕
司

!
3
i
!
i
　
冒
間

農
　
政
　
課
　
長

.
;
…
川
3
-
C
?
I
州
.
I

吉

田

　

紀

生

I

次

船

越

　

隆

二

l

次

^
^
K
x
^
^
S
膿
那
弧
Ⅷ
監事

-
・
-
二
十
㍉
村重清　松今　堀森上西上
上村田　本村　内　田岡村

SJ　　-3s　　^Sfc lE
勲征亨　二幸　徹彰進広正

坂
田
　
恵
一
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

永　　　　吾永山
K^^^^HSfgj E

二三、
庶観閲　管飼施参参

務光発　理育設

msimmmss闇

長長長　長長長事事

事
　
業
　
課
　
長

勤
労
福
祉
課
長

商
　
工
　
課
　
長

室室参　　室参

長最　　　長

補禰　　　補

佐佐事　　佐事

事

佐
藤
　
二
郎
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

川
口
十
三
男

セ
ン
タ
ー
館
長

勤
　
労
　
婦
　
人

ホ

ー

ム

館

長

勤

労

青

少

年

参
　
　
　
　
事

課
　
長
　
補
　
佐

町

用

　

?

:

蝣

蝣

l

H

∵

野
瀬
金
也
高
柳

R*

係係

事事　長長事事事事事

大
橋
　
道
雄

母
里
全
太
郎

略
本
　
公
正

上
村
　
保
広

川
崎
　
猛
教

矢
野
　
忠
夫

川
口
補
佑
事
務
取
教

官
略
　
　
健

園
E
E
　
正
信

山
本
伍
一
郎

浅
山
　
清
澄

事v
I

,
1
.
二
I
,
∴
∴
・
.

LJJ1

-
 
-
-
蝣
'
-
J
l
蝣
"
蝣
-
　
　
∵
.
捕

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

計
量
検
査
所
長

消
費
者
行
政
係
長

工
業
振
興
係
長

商
美
振
興
係
長

庶
　
務
　
係
　
長

下
山
　
邦
彦

清
　
掃
　
部
　
長

東
泉
汚
水
処
理
場
長

東
部
清
掃
H
場
長

西
部
清
掃
事
業
所
長

耶
M
M
I
i
E
m

清
掃
管
理
第
二
課
長

参
　
　
　
　
事

参
　
　
　
　
事

清
掃
管
理
第
1
課
長

三
国
　
尚
男
　
　
-
　
　
場
　
長
　
補
　
佐

宮
本
安
行
-
・
{
朗
悶
獅
緋

後
藤
　
幸
一
　
-
　
　
所
　
長
　
補
　
佐

西
田
莫
智
男
　
-
　
　
所
　
長
　
補
　
佐

井
手
　
勝
人
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

釘

本

　

　

願

　

1

埠

遠

菅

墨

斉
藤

田
代

森
川

上
田

兼
子

蝣
Z
H
Z
叫
'
.
 
"
:
 
"
I
‥
∵

国
安
l
H
憎
靭
鮒
関

空
⊥
〓
㌍
叫
i
=
仙

-
*
-
-
ど
-
-
1
-
z
.
*
-
X
品

書中伊荒稲
囲EsEJ坦葉

産
業
廃
棄
物
係
長

業
　
務
　
係
　
長

管
　
理
　
係
　
長

庶
　
務
　
係
　
長

宮葉上帆書今池　米本　中森　萩安　緒矢　春江　村中坂平書真書
本津村足田井本　田田　山島　野武　方田　川上　上山梨野ffl ffl島

Hit
美政明隆美文久　孝欣　健定　之広　良　　清書　智通故碩公活教
臣美朗葡澄男勝　明哉　雄男　助幸　昭浄　土一　彦冊征也保卓子

参
　
　
　
　
事

事
　
務
　
局
　
長

副

　

院

　

長

産

　

院

　

長

白

川

病

院

長

渡
瀬
　
次
男

醐
…
好
…
†
参

監
E
E
H
H
-
m

サ

S
-
 
-
3
L
-
8
'
-
蝣
蝣
-
　
㌫
,
.
㌔事

I

　

"

蝣

　

　

　

'

'

宮
本
　
勝
哉
　
　
-
　
　
庶
　
務
　
係
　
長

清
沢
　
房
一

森
　
寿
息
子

岩

墓

鼓

高
原
　
竜
也

芹
川
ヨ
シ
ノ

松
原
　
正
範

木
下
　
房
子

S
5
K
!
　
呂
m

本
田
　
弘
継

看
　
護
　
係
　
長

医
務
薬
務
係
長

保
健
予
防
係
長

内金久岩松井上
田森道永崎芹村

時僧民正直雁哲
義推牧人樹海也

-25 メ-26-



諏
訪
　
行
実

技
　
術
　
部
　
長

高
木
　
和
博

営
　
業
　
部
　
長

事
　
務
　
局
　
長

公

平

委

員

会

徳
田
文
書
課
参
事
併
任

事
　
務
　
局
　
長

農

業

委

員

会

ニ

蝣

A

.

.

;

蝣

a

蝣

蝣

「

事
　
務
　
局
　
長

選
挙
管
理
委
員
会

伊
藤
　
腰
部
　
　
-
　
　
次

監
査
事
務
局
長

・

9

.

*

.

い

　

:

.

　

1

-

j

.

 

I

査査査査

淵河福浜
上野永崎

智英敬竜
行拾博夫

益
永
　
義
息
I
所
　
長
　
補
　
佐

,

.

.

,

　

I

　

:

蝣

鰭
E
E
Z
公
民
虎
長

東
部
公
民
館
長

南
部
公
民
飽
長

西
部
公
民
飽
長

中
央
公
民
館
長

体
　
育
　
館
　
長

図
　
書
　
館
　
長

萱
鮮
仕
　
-
　
参

自
害
董
母
仕
　
　
-
　
参

曇
畏
荏
　
　
-
　
　
社
会
教
育
主
事

社
会
教
育
主
車

社
会
教
育
主
事

事

　

務

　

長

社
会
教
育
主
事

参
　
　
　
　
事

社
会
教
育
主
事

事

　

務

　

長

t
^
K
-
s
　
冒

I
T
-
r
 
I
'
-
」
具
ト
.
.
.
…事

博
　
物
　
館
　
長

村
上
　
貞
昭

鵠
鉄
瑚
i
誓
璃
…

青
少
年
抹
長

中
尾
　
改
憲
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

米

村

晃

{

文
　
化
　
錬
　
長

木
藤
　
広
泰
I
課
　
長
　
補
　
佐

・
・
三
二
.
1
'
r

i
r
,

事

社
会
教
育
課
長

・
・
l
a
p
:
-
r
z
蝣
:
-
&
蝣
蝣
.

;
i
^
.
;
ォ

‥
‥
誼
"
日
用
蛸

-
墨
葛
長

サ
ァ
ォ
ォ
3

{
*
r
誹
湖
<
i
J
i
叫

・
'
・
-
寺
-
∩
-
_
 
'
'
.
 
'
"
7
1
i
-

高
千
穂
真
理

金
井
　
政
博

長長事事事

成青書津広　松今山　松開坂本　野音兼
El]野EZ)下瀬　村村ffl BB　口ffl ffi田

文邦二英一　直克康　明正正哲　哲紘光
緒昭生人吉　寛彦弘　彦勝治哉　也一彦

童

等

皆

仕

・

 

'

-

-

」

s

i

!

l

　

　

　

　

い

;

・

=

・

=

京
陵
申
養
母
は

西
原
申
童
等
皆
仕

豊

鮮

仕

夢
甲
慧
葺
皆
仕

境
　
　
亀
推
　
　
-
　
　
場
　
長
　
補
　
佐

墓
昏
仕
　
　
-
　
　
指
導
主
事
(
杏

成
松
教
育
長
併
任

体
育
保
健
課
長

E
3
;
s

良

追
長長導導

禰補主主

佐佐事事事

加赤中書丸
治星村EEI山
屋
照健敏　惟
玩HfftJ和

rr昌¶
体保参参参参

ffォ

係係

参
　
　
　
　
事

指
　
導
　
課
　
長

参
　
　
　
　
事

学
校
教
育
珠
長

導導導導導導導導

主主主主主主主主

事EiXuEXI!孝幸事

渡上荒勝津宮宮中
辺野木木田崎田熊

繋大健家清廉正清
秋輔一安幸親直則

梅
木
節
男

.
-
S
,
f
c
i
・
*
-
」
〓
い
a
%
…事

WtS

補補

佐佐事事事

江松鈴宮大　水白
藤EE木本島　黒石

叫EIKZlk3距
俊推宏治雄　介義

中
村
　
則
夫
　
　
-
　
　
裸
　
長
　
補
　
佐

平
川
　
繁
1
　
　
-
　
　
参
　
　
　
　
事

正
治

M

*ォ#tit####ifi#,A

係係　　　係係

長長事　　長長事事事事

建
　
設
　
課
　
長

化
　
J
H
V
"
-
州
仙
川
…

水
　
源
　
決
　
長

-
*
-
-
.
-
-
>
-
H
Z
,
　
叫
肌

山堀　　　　　　岩簾
本田　　　　　　尾本

敬　　　　　萩勘

肯「涼n
管水水水　庶拡拡拡改参参

理悪霊票務夏雲豊里

係蒜霜係蒜議
長長長長　長長長長長事卓

sxSEim呈SIS

田島山鹿置岡崎

章　　　節
直司猛寛実也狂

配
　
水
　
課
　
長

北
　
　
孝
生
　
　
-
　
　
課
　
長
　
補
　
佐

給
　
水
　
課
　
長

抽
　
サ
・
　
　
黒
…
川

義蒜　　係芸慧意
長長事事事　長長長長事事事

盟主璽撃重層登　空軍警而熱望晋
<am田口巳巳k'^..-1-..-l-'

俊隆栄金静忠義　典直典
明博一載雄生還　朗道都

村岡井

原孝則
造一良

対
　
策
　
室
　
長

地

下

水

保

全

企
画
財
政
室
長

部
参
事
併
任

高
田
企
画
広
報

-
L
'
h
j
n
i
t
j
い
.
.
L
r
」
.
.
.
∴
;
…

営
　
業
　
課
　
長

*

-

:

*

:

⊥

…

　

川

事*事事事事

三
係
長

二
係
長

一
係
長

係
　
長

雇
　
理
　
課
　
長

高
群
有
志
生
i
悶
鰯
榊
鰯

伊鴫
藤田

隆保

ォ
t
　
　
　
　
　
*

総
　
務
　
課
　
長

垂
　
備
　
課
　
長

覧久

邸　俊

長

捕

佐事

務yan^HIH問EHB

係係係　　係係係係

長長長事　長長長長事事事事

奥永藤花川書小野　弓伊都中指内相鳥中正
村村木岡上永島口　削藤田村田田井井山木

日

出元英英　泰俊　益　四俊国利　改修八
穀男行昭幸弘男治　人一郎二義秋満義一郎

辛
島
　
鼻
音
　
　
-
　
課
　
長
　
補
　
佐

ロb"PinTc"'J囲m

坪
井
営
業
所
長

本
山
営
業
所
長

自
動
車
課
長

課課

長長

補補

佐佐

電
　
車
　
課
　
長

*
r
-
」
X
　
　
、事

*
a

永
田

永
鹿

島
田

:au
変
格

上
坂

宮
津

-
n
f
e
'
.
T
[
=
・
け

米
喜

秀
敏昭

祐
三*

千
明

〆
夫

演i

本南長　前石
田　尾　田原

閑
正明男　栄稔

業
　
務
　
課
　
長

田
河
　
倉
生
　
　
-
　
諌
　
長
　
補
　
佐

宮
田
　
尚
雄
I
 
t
課
　
長
　
補
　
佐

林
田
　
勲
-
i
相
関
獅
鮒

n

一

∵

・

 

I

:

事

・

1

・

　

　

　

I

I

∴

∵

二

二

∵

三
小
E
E
和
子

防

課

長　　　　　長事　　　事　長長長長長長　長長長長　　事

鴨宮　　　庄　外岳工書赤天　轟高松矢　　岡
田崎　　　村　村中藤川崎野　田村隅野　崎

輸　　　富
学春　　　　　洋耐美成幸紀　　着孝禎
士男　　　勲　-夫子章二子　陽天則男　　昭

河
本
　
俊
借

一
課
長

-

」

・

=

　

s

曹替　出託　督尊　慮医栄参参参　参

∴∴"T-*
長長　長長　長長　長長長事事事　事

原
本
　
博
通

杉
原
健
士
郎

松
本
　
康
夫

E
B
i
*
　
囚
㌫

西
野
　
孝
義

宮
尾
　
博
昭

糸
田
　
立
天

田
中
　
大
男

西
岡
　
秀
範

山
口
　
道
敏

浪
崎
　
利
教

p
-
"
*
-
,
 
-
-
'
'
-
"
;
-
 
'
ド

・
a
-
i
蛤
-
口
1
」
蝣
蝣
…
:
'
:

谷
山
隆
T
n
印
i
ァ
。

s
i
l
l
禁

-27 ~28-



A

▼



2　歴　代　市　長

代 氏 名 就任年月日 退任年月 日 代 氏 名 就任年月日 退任年月日

1 杉村 大入 明 22. 5. 6 明26. 7. 9 ll 平 野 龍起 昭 17. 6.25 昭 20. 8.10

2 松 崎 為己 〝26. 9.15 〝30. 8. 2 12 石坂 繋 〝20.10. 4 〝21. 3.ll

3 辛 島 格 〝30. 9.13 大 2ー1.20 13-14 福 田 虎亀 〝21. 6.14 〝23. 2. 9

4 山田 殊 一 大 2. 4. 2 〝 3.10.10 15 佐藤美佐男 〝23. 4. 7 〝27. 3. 7

5 依 田 昌骨 〝 4. 1.14 〝 6. 9. 3 16 林田 正治 〝27. 3.21 〝31. 2.23

6 佐 柳 藤太 〝 6.ll.20 〝10.ll.19 17-18 坂.口 主我 〝31. 3.15 〝38. 1. 4

7 高橋 守雄 〝11. 1.19 〝14. 7.13 19-20 石坂 繁 〝38. 2.15 〝45.ll.26

8 辛島 知 己 〝14. 9.14 昭 4. 7. 4 2 1 星子 敏雄 〝45.12.20 〝49.12.19

9 山田 殊一 昭 5. 2. 5 〝 9. 4.16 2 2 墨子 敏雄 〝49.12.20 〝53.12.19

10 山隈 康 〝 9. 5.14 〝17. 5.13 2 3 星子 敏雄 〝53.12.20 在 任 中

3職　　員　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭56.4.1現在)

区 分 定 数
現 貝 数

吏 員 そ の 他 計

市 長 事 務 部 局 3,2 8 7 25 6 1 3 26 32 8 7

議 会 事 務 局 2 6 2 4 1 2 5

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 2 2 2 0 2 1

監 査 事 務 局 1 4 1 4 0 1 4

肇 毒 筆 悪 念 若 葉 音 義 品
8 70 7 6 4 7 7 8 4 1

公 平 委 員 会 事 務 局 5 市長事務部局兼務

消 防 局 4 9 5 4 9 2 1 4 9 3

農 業 委 員 会 事 務 局 2 7 1 7 1 18

交 通 局 5 9 2 5 4 2 4 1 5 8 3

水 道 局 3 6 8 3 4 3 1 5 3 58

計 5,7 0 6 5,1 7 7 4 6 3 5,6 4 0

4　給　　与

(1)局別職員給料
(昭56. 4. 1現在)

区 分

局 別

給 料 月 額

平 均 年 齢
平 、 均

勤 続 年 数最 高 最 低 平 均

市 長 事 務 部 局 4 3 9,8 0 0 円 9 4 ,1 0 0 円 2 0 9 ,4 5 6 円 3 8 才 .1 0 月 1 4 年 6 月

議 会 事 務 局 3 6 5 ,4 0 0 1 0 4 ,4 0 0 2 3 7 ,2 1 2 4 0 ^ 1 1 1 8 '

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 3 5 2 .7 0 0 1 0 4 ,4 0 0 1 9 6 ,8 0 9 3 5 < 1 3 - 8

監 査 事 務 局 3 5 7,8 0 0 1 5 8 ,1 0 0 2 4 0 , 9 3 5 4 1 < 1 9 - 0

教 育 委 員 会 事 務 局 3 7 6 .0 0 0 9 7 ,4 0 0 2 2 5 ,9 1 6 4 1 ・ 7 1 5 -

消 防 局 3 7 0 ,6 0 0 9 7 ,4 0 0 2 0 9 ,5 9 7 3 7 - 1 5 <

農 業 委 員 会 事 務 局 3 5 2 ,7 0 0 9 7 ,4 0 0 2 2 6 .2 5 5 4 1 1 8 ・ 4

交 通 局 3 5 7 ,8 0 0 1 0 0 ,9 0 0 2 2 2 ,0 8 6 4 5 < 1 9 - 2

水 道 局 3 6 2 ,9 0 0 9 7 ,4 0 0 2 3 0 .7 2 1 4 1 - l l 1 8 - 4

全 体 4 3 9 ,8 0 0 9 4 ,1 0 0 2 1 4 ,7 1 5 4 0 ォ 0 1 5 蝣
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(2)初任給基準

(昭56′. 4. 1現在)

戟 . 檀 等級～号俸 初 任 給 備 考

股

戟

一 般 事 務

上 級 職 6 ～ 3 1 1 5,2 0 0 円

- 般戟 職 員給 料 表適 用

中 〝 7 ～ 7 1 0 4 ,4 0 0

初 〝 7 ～ 4 9 4,1 0 0

保 母 中 〝 7 ′、′7 1 0 4 ,4 0 0

一 般 技 術

上 〝 6 ～ 3 1 1 5,2 0 0

中 〝 7 ～ 7 1 0 4,4 0 0

初 〝 7 ～ 4 9 4,1 0 0

薬 剤 師 上 〝 6 ～ 3 1 1 5,2 0 0

獣 医 師 上 〝 6 ~ 3 1 1 5,2 0 0

栄 養 士 上 〝 6 ~ 3 1 1 5,2 0 0

Ⅹ 線 技 師 中 〝 7 ～ 7 1 0 4 ,4 0 0

衛生検査技師 中 〝 7 - 7 1 0 4 ,4 0 0

保 健 婦 上 〝 6 ～ 3 1 1 5,2 0 0

助 産 婦 上 〝 6 ～ 3 1 1 5,2 0 0

m m ョ 高等看護学院卒 7 ～ 9 1 1 1,6 0 0

* m 49 准看 養成 所 卒 7 ′、′3 9 1,4 0 0

消 防. 戟 高 校 卒 7 ～ 1 1 0 0,9 0 0 消 防 職 員 給 料 表 適 用

医 療 職
大 学 院 卒 4 ′～ 9 2 0 0,3 0 0

医 療 職 員 給 料 表 通 用
大 学 卒 4 ～ 2 1 3 9 ,0 0 0

敬
高 校 教 諭

大 学 卒 ーー 3 1 0 7,8 0 0

教 育 職 給 料 表 (1)適 用

育

戟

短 大 卒 3 ′、′5 9 3 ,4 0 0

幼 稚園 教 諭

大 学 卒 2 ~ 5 1 0 7,1 0 0
教 育 職 給 料 表 (2)通 用

短 大 卒 2 ~ 2 9 2.7 0 0

(3)特別職の給料及び報酬

区 分 現 行 給 料 月 額 施 行 年 月 日 改 正 前 給料 月額 施行 年 月 日

市 長 7 6 4 ,0 0 0 円 昭 5 5 . 4 . 1

〟

′′

′′

′′

昭 5 6 . 7 . 1 ( - 鯛 職員 1 等 級適用 )

7 2 1 ,0 0 0 円
昭 5 4 . 4 . 1

〟

〟

〟

〟

昭 5 5 . 7 . 1

助 役 6 0 6 ,0 0 0 5 7 2 ー0 0 0

収 .入 役 5 4 5 ,0 0 0 5 1 5 ,0 0 0

常 勤 監 査 委 員 4 4 4 ,0 0 0 4 0 4 ,0 0 0

企 業 管 理 者 4 5 6 .0 0 0 4 3 0 ,0 0 0

教 育 長 3 7 5,8 0 0 3 7 0 ,6 0 0
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区 分 現 行 報 酬 額 施行年月 日 改正前報酬額 施行年月 日

教 育 委 員 会

委 員 長
月 額 8 3 ,0 0 0'円 昭 5 6. 4 . 1

7 8 ,0 0 0 円
昭 5 5 . 4 . 1

委 員 月 額 5 0 .0 0 0 4 7 ,0 0 0

監 査 委 員

知識 経験を有する者の うちか ら選任 された

監 査 委 員 ( 非 常 助 )

月 額 8 3 ,0 0 0

〟

7 8 ,0 0 0

′′市議会議員の うちか ら選任 された監査委員 月 額 3 5,0 0 0 3 3 .0 0 0

公 平 委 員 会
委 員 長 月 額 4 2 ,0 0 0 〟 3 8 .0 0 0 ′′

委 員 月 額 3 4 .0 0 0 3 2 .0 0 0

選挙管理委員会

委 員 長 月 額 4 2 ,0 0 0

昭 5 4 . 4 . 1

3 8 ,0 0 0

〟

昭 5 1 .1 0. 1

委 員 月 額 3 4 .0 0 0 3 2 ,0 0 0

臨時 に選挙管理委員 に充て られた 補 充 員 日 額 5 ,0 0 0 4,0 0 0

投 票 管 理 者 及 び 開 票 管 理 者 1 回につき 6 ,0 0 0 ′′ 5,0 0 0 昭 5 2 . 7 .1 0

選 挙 長 1 回につ き 6 ,0 0 0 5,0 0 0

投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 1 回につ き 5,0 0 0 4,0 0 0

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0 昭 5 0. 4 . 1

農業委員会

会 長 月 額 4 2 ,0 0 0 昭 5 6. 4 . 1 3 8 ,0 0 0 昭 5 5 . 4ー 1

〟

副 会 長 、 部 会 長 及 び 副 部 会 長 月 額 3 4 ,0 0 0 3 2 ,0 0 0

部 会 の 委 員 及 び そ の 他 の 委 員 月 額 3 1 ,0 0 0 2 9 ,0 0 0

婦 人 相 談 員 月 額 7 0 ,3 0 0 昭 5 5. 4 . 1 6 7,6 0 0 昭 5 4 . 4 . 1

家 庭 相 談 員 月 額 7 0 ,3 0 0 〟 6 7 .6 0 0 〟

社 会 教 育 指 導 員 月 額 7 0 ,3 0 0 昭 5 6. 4 . 1 6 7 ,6 0 0 昭5 5 . 4 . 1

そ の 他 の 非 常 勤 の 職 員

日額 5 , 0 0 0 円以 内に

お いて市長が 定める額

た だし、特別 の事 由に

よげそ の報酬 を月額 又

は年額 をもって定める

場合 においては予算の

範 囲内において市 長が

定 める額 .

昭 5 4 . 4 . 1

年額 40,0 00 円

以内

月頼 6,00 0 円

以内

又 は日.帝

4,00 0円以内

において市長

が定める額

昭 5 0 . 4 . 1

農 業 共 済 損 害 評 価 全 委 員 年 額 7 ,5 0 0 昭 5 1 .1 0. 1

′′

〟

昭 5 4 . 4ー 1

6,0 0 0 昭 5 0一 4. 1

防 災 会 議 委 員 日 額 4 ,0 0 0 3,0 0 0 昭 5 1. 4. 1

′′

昭 5 1.1 0 . 1

水 防 協 議 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 3,0 0 0

建 築 審 査 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 2,5 0 0

土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 3,0 0 0

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 日 領 5 ,0 0 0 4 ,0 0 0

保 健 所 運 営 協 議 会 委 員 日 額 5 ,0 0 0 〟 4,0 0 0 昭 5 0 . 4 . 1

結 核 審 査 協 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 a 4 ,0 0 0 〟

公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 日 額 5 ,0 0 0 〟 4,0 0 0 昭 5 1 .1 0. 1

町 界 町 名 審 議 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 昭 5 0 . 4 . 1 2 ,5 0 0 昭 4 9 . 4 . 1

都 市 計 画 審 議 会 委 員 日 額 5 ,0 0 0 昭 5 4 . 4▼1 4 ,0 0 0 暗 5 0 . 4 . 1

公 害 対 策 審 議 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 昭 5 0. 4 . 1 2 ,5 0 0 昭 4 9 . 4 . 1

社 会 教 育 委 員 日 額 5 ,0 0 0 昭 5 4. 4 . 1

昭 5 0. 4 . 1

′̀

昭 5 1.1 0 . 1

4 ,0 0 0 昭 5 1 .1 0ー l

ft

昭 4 9 . 4. 1

博 物 飽 協 議 会 委 員 日 額 5 ,0 0 0 4 ,0 0 0

福 祉 事 務 所 嘱 託 医 月 額 4 0,0 0 0 3 6 ,0 0 0

体 育 指 導 員 年 額 1 0,0 0 0 8 ,0 0 0 昭 4 6 . 4. 1

文 化 財 保 護 委 員 日 額 4,0 0 0 3 ,0 0 0 昭 5 0 . 4. 1

青 少 年 問 題 審 議 会 委 員 日 額 3,0 0 0 昭 5 0 . 4 . 1 2 ,0 0 0 昭 4 9 . 4. 1

〟

青 少 年 補 導 委 員 1 回 2 ,5 0 0 昭 5 1. 4. 1 2 ,0 0 0

学 校 医 ( 歯 科 医 ) 年 額 5 8,0 0 0 ~7 2 ,0 0 0
昭 5 0 . 4. 1

5 0,0 0 0 ~6 7,0 0 0

学 校 薬 剤 師 年 額 4 7 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0
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(4)放　　棄

(昭54. 4.28適用)

区 分 鉄 道 賃 船 賃
日 当

( 1 日につき)

宿 泊 料

( 1 夜 に つ き ) .

.食 卓 科

( 1 夜

につ き )甲 地 力 乙 地 方

育

市 長 . 助 役 .

収 入 役

運賃 の等級 を2 階級 運賃の等級 を3 階 革 円 円 円 円

1 に区分す る線路にあ

っては上級の運 賃

運賃の等級を設 けを

に区分す る船舶にあ

っては 中級の運賃、

2 階級に区分する船

2,5 0 0 1 2 ,5 0 0 l l ,3 0 0 」5 0 0

2

企 業 管 理 者 等 及

1,9 0 0 9 ,9 0 0 8 ,9 0 0 1 ,9 0 0ぴ 3 等 級 以 上 の い線路にあ っては、 舶に あっては上級 の

職 務 に あ る 者 その乗車 に要す る運

賃及 び特別車両料金

運 賃

ただ し、鉄道連絡

3

4 等 級 及 び 5 等

1,6 0 0 8,2 0 0 7,4 0 0 1,6 0 0級 の 職 務 に あ る を徹 する客車 を運行 船にあ っては鉄道運

者 するものに よる旅行

をす る場合に与も 特

別車両料金

賃に同 じ

4
6 等 級 の職 務 に

あ.る者

1,4 0 0 6 ,6 0 0 5,9 0 0 1,4 0 0

5

7 等 級 の 職 務 に

あ る者

(荏)

1普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による孫行で、片道5 0km以上の旅行には鉄道賃のほか

に普通急行料金又は準急行料金を支給する

2　特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100km以上の旅行には、鉄道賃のほかに特別急行

料金を支給する

3　船賃の額は、はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、公務の必要により、別に寝台料金を必要とした

場合には船賃のほかに現に支払った寝台料金を支給する

4　甲地方とは、東京都の区・京都市・大阪市・名古屋市・神戸市及び横浜有をいい、乙地方とは、その

他の地をいう

5　「企業管理者等」とは企業管理者及び常勤の監査委員をいう

6 「何等級の職務」とは、熊本市一般職の職員の給与に関する条例(昭和2 6年条例第5号)第3条第

2項第1号に規定する一般職職員給料表による当該職務の等級及び一般職職員給料表の適用を受けない

者について市長が定めるこれに相当する職務をいう
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5　基　本　構　想

(1)目　　的

この基本構想は、熊本市将来の望ましい都市像およびこれを達成するための施策の大綱を明らかにし、そ

の理念に基づいて別に定める基本計画、実施計画とともに、総合的、計画的な市政の運営をはかることを目

的とするo

(2)目標年次

この基本構憩は、昭和6 5年を目標年次とするo

(3)構想の目標

市政は、市民生活の総合であb反映であるoすべての市民の心身の健康は、市民生活の根底をなすもので

あれ都市の活力の根源となるo　したがって、健やかで明るい市民生活の実現こそ市政の究極の目標であるo

このような認識のもとに、本市は.昭和54年1 0月、健康都市宣言を行った。

本市がE]指す健康都市は、すべての市民が良好な都諸環境のもとで、心身ともにたくましく、はつらつと

して希望と生きがいにあふれ、温かいふれ合いの中で、地域に根ざした明日の文化の創造に歓びを感じる都

的saa!

このような都市を実現するためには、快適を生活環境を確保し、心身の健康を維持増進する対策をすすめ、

'.一州・I'':坤ft.lIjtc整備寸.三・.し∴寸∴、 !|Jl'.'.-　、.''-.'蝣'ミ。>i..y.⊥t;.蝣..;.H Xl-.I-I打1日l 'Il、.なし(.

同時に、時勢の流れを正しく認識し、自主、自立.連帯の精神にもとづく市民の積極的活動によ・D、市民

の手によるまちづくDをすすめ、また市政運営においては、中央集中-の行き過ぎを是正し、その主体性を

確立して、市勢発展の活力をかん養しなければならないo

したがって、本癖想では、真の地方自治を確立し、すべての市民の心身の健康を増進して、健全を都市づ

くDをすすめることを基本E標とするo

(4)発展の方向

ア　地位と役割

近年、わが国は、内外の社会経済情勢の変動、国民の年齢構成や価値観の変化など、多くの要因によっ

て、その進むべき方向を大きく転換しつつあるo

今後は、国際社会との協調のもとに、資源問題、雇用問題などの解決をはかれ　国民経済の安定を確保

し、ゆとDと生きがいのある市民生活を実現することが基本的方向であるo

また、国土の均衡ある発展のためには、地方の魅力を見出し、中央機能の分散、地方自治体の強化など

をはからねばならないo

このような状況の変化のもとで、本市をめぐる環境も交通通信体系の整備、経済圏、生活圏の拡大など、

大きく変貌しつつあるo

本市は、九州における中枢管理都市として果たしてきた行政、経済、教育文化などの役割をさらに強化

する必要があるo

ここに本市は、将来に向って、その恵まれた自然と歴史のもとで、熊本都市圏内の市町村との相互の連

携を深め、九州における主要都市との機能分担をはかbつつ、中枢管理都市としての都市基盤の整備と機

能の拡充に努めるo
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さらに、郷土愛にみちた健康を市民による健全な地方自治を確立し、地域社会の発展に貢献するととも

に、広く国際社会の平和と発展に寄与しなければならない。

イ　将来の主要指標

①　人　　口

目標年次にかける現市域人口は、約6 0万人と推定するo

⑧　就業構造

呂標年次における本市の就業人口は約2 7万人、その産業別構成は、第1次産業2パーセント、第2

次産業24パーセント、第3次産業74--セントと推定するo

ウ　都　市　像

本市将来の発展の方向と、目指すべき目標を示す都市像を次のとおb設定するo

①　縁と水にかがやく明るい健康都市

豊かな縁と清れつ夜水は、全市民共有の資産であれ　市民生活に欠くことのできないものであるので、

その保全と創造に努め、すべての市民が、安全で、ゆとDとやすらぎをもって、心身ともに健やかを生

活を亨受できる明るい健康都請を建設するo

⑧　温かい心の通い合う福祉都市

一人ひと・少の温かい思いやDと、人と人とのふれ合いを通じて地域連帯意識を強め、すべての市民が

生きがいのある生活が営める福祉都市を建設するO

③　人間性豊かな風格ある教育文化都市

先人が残したすぐれた伝統と香b高い文化的風土のもとで、生涯にわたる学習の機会を通じて、英知

と勇気と創造性に富んだ人間性豊かを市民の育成と格調高い芸術文化の振興に努めるとともに、国際交

流の活発な教育文化都市を建設するO

④　環境と調和し活力にみちた地域産業都市

近代的都市基盤整備をすすめ、行政、経済、情報などの中枢管理機能の拡充強化をはかり、人、物、

情報qj交流が活発で、環境と調和した地域産業が繁栄し、豊かな市民生活が営める産業老師を建設するo

エ　土地利用構想

自然と歴史、農村集落のもつゆとDと都議的魅力との調和をもとに、均衡のとれた秩序ある市街を形成

する.都市施設の適正を配置によれ健康で良通夜市民生活を確保し、都市活動の効率化をはかるo

このため、以下に掲げる土地利用の施策を推進するo

①　地区別土地利用

的　中央地区については、住宅地区の居住環境の改善に努めるとともに広域商業拠点としての機能など

熟む機能の充実をはかるため、中b部、熊本駅周辺などの市街地の再開発を促進し、土地の高度利用

をはかる。

(4)東部地区、北部地区については、良好な住宅地として、屠住環境の整備、緑地の確保をすすめ、文

教地区については、環境保全に努め、また拠点的商店街の形成を促進するo

なお、水資源の保全並びに都市排水を考え、無計画を開発を規制するo

(9)西部地区、南部地区については、総合的な排水対策など開発条件を整備し、重要港湾熊本港、_流通
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センターなどの産業施設の配置、幹線道路の整備、土地区画整理事業の実施、拠点的商店街の形成.

公共緑地の確保によれ　開発をすすめるo

⑧　用途地域別土地利用

(jj　市街化区域については、それぞれの用途に応じた環境を整備し、市街化を促進する。また、市街化

調整区域については、自然環境の保護と活用に努め、優良農用地の保全と農業基盤の整備をはかる。

(4)住居用地域については、開発に関する指導、規制を強化し、無秩序を市街化の防止に努め、土地区

画整理事業を促進し良好な市街地の形成をはかるとともに、過密を既成住居地域は、既存建築物の更

新の際、オープンスペ-スの確保をはかれ土地の高度利用を促進するo

(9)商業用地域については、中心商店街、周辺商店街などそれぞれの特性に応じた商業環境の整備をす

すめ、都市機能の更新を目指して再開発を促進する。

巨) =業用地域については、中小工場の集団化、共同化をはかD、自然との調和に配慮し、非公害型で

地域経済にとって好まLtJl工業の立地を促進する0

9-)農業用地域については、かんがい排水、圃場整備、湛水防除など農地条件の整備をすすめ、優良農

用地の保全に努め、都市近郊農業を育成する。

(初　その他、風致地区については、安易な開発を規制し、文教地区、事務所地区についても、その目的

に応じた土地利用、環境保全に努めるo

さらに、必要に応じて流通機能整備のための流通業務地区、土地利用合理化のための高度利用地区

を指定するo

(む　都市機能充実のための土地利用

(力　都市の均衡ある発展をはかるため、行政、経済、教育、文化、スポ-ツ、医療などの水準の向上と

ともに、効率的な再配置に努めるo

(4)都心部における交通混雑の解消を目指し、幹線道路の整備、その他必要な交通施設の充実をはかれ

公共輸送機関を基本とする総合交通体系を確立し、あわせて都市間交通運輸機能の拡充をはかる。

(5)施策の大綱

ア　幸せな市民生活を目指して

市民一人ひとDの人権が尊重され、差別や偏見のない、健康で明るく、安全を、そして生きがいのある

生活が営めるよう、次の施策を推進するo

(》　コミュニティ

民主的な住民自治の確立と心豊かな地域連帯社会の実現を目指して、コミュニティ施設の整備と地域

活動の活発化をはかるo

(9　保健衛生

心身ともに健康を市民生活を確保するため、健康教育の推進など保健衛生意識の高揚をはか9、予防、

医療、 I) -ビ1)チ-ションまでの一貫した総合的保健医療体制を確立し、あわせて衛生環境の改善に努

めるo

③　公害防止

安全で択通夜生活環境を確保するため、公害監視体制の強化、事業者の指導、都請基幹施設の塵億、
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(彰　防　　　災

市民の生命、財産を要もD、水害、火災、震災などの災害を防止するため、防災思想の普及、防災体

制の充実をはかDつつ、白川をはじめ、諸河川の抜本的改修の促進、消防力の充実、構造物の防災化、

オープンスペースの確保.災害応急対策の強化によb安全をまちづくDをすすめるO

⑤　交通安全

交通安全思想の高揚、施設の整備.指導規制の教化などの交通安全対策をすすめ、あわせて救済対策

を充実するoとくに、老人や子供の安全に留意するo

(り　社会福祉

すべての市民が生涯を通じ、安心して生きがいのある生椿を営めるよう、公的な社会福祉サ-ビスを

確保し、ボランティア活動を積極的にすすめ、温かい心の通い合う地域福祉の振興をはかるo

(9　勤労者福祉

勤労者の生活の安定と福祉の向上をEl指して、就業構造、年齢構成の変化に対応しつつ、就業機会の

増大に努め、勤労者の資質の向上と福利厚生の充実をはかるo

⑧　消費者行政

~省資源、省エネルギー思想の普及をはかれ消費生活の安全と安定を目指し、消費者の教育、情報の

収集、提供、監視体制の強化によれ消費者の利益の擁護と増進に努めるo

イ　快適な生活環境を目指して

健康を市民生活を支える快適を生活環境を確保するため、次の施策を推進するo

(彰　自然環境

自然環境については、保全と創造に努める。とくに、本市のもつ縁と水は、市民生活にとって不可欠

であれ線化事業、地下水保全、河川湖潜の美化を積極的に推進するo

(参　公園縁地

生活に潤いと安らぎを与え、地域でのふれ合いの場であれ　また災害時の避難の場ともなる公園緑地

は、その適正配置に努め、積極的に面積の拡大と内容の整備充実をはかるo

@　上　水　道

地下水を原水として上水道を整備し、市民生活に不可欠覆水の供給を確保するo

④　下水道・排水路

衛生的な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を目指して、公共下水道、流域下水道や排水路の整

備をすすめ、広域的、系統的総合排水対策を推進するo

LSl　清　　　掃

資源の有効利用をすすめ、廃棄物の衛生的な収集処理を行い、市民の理解と協力によ9、きれいなせ

も_づくDに努めるo

(り　市内交通

効率的で択通夜交通の実現を巨指して、広域的な土地利用に配慮し、道路、輪送機関並びに交通環境

を整備し、豊肥本線など鉄道の活用を含め公共輸送機関を基本とする総合交通体系を確立するo
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(り　住　　　宅

快適を居住環境を確保するため、住宅需要動向に対応して、公的施策住宅および民間住宅の建設を促

進し、その量的充足と質的向上をはかるO

ウ　豊かな人間形成を目指して

生涯にわたb、創造と向上の意欲にみちた心身ともに健全で国際性豊かな市民を育むため、次の施策を

推進するo

(む　学校教育

体力、徳性、知力を備え、社会に貢献できるたくましい青少年を育成するため、社会及び家庭と連携

し、教育環境を登備するとともに、教育内容の充実をはかれ幼児教育よb高等教育にわたれ学校教

育の振興に努めるo

(勤　社会教育

すべての請民が、健全を社会人として、文化的教養をたかめ得るよう、社会教育施設を整備し、指導

者を養成し、社会連帯意識を高揚し、家庭教育とあわせて社会教育の振興をはかる。

(釘　市民文化

豊かな心、ゆとDと潤いのある生活を目指して、文化遺産の保全、文化施設の整備をはかれ　日常生

活から国際交流にわたって文化活動を活発にし、地域に根ざした個性ある市民文化を醸成する。

④　スポーツ、レク1)エ-ション

心身ともにたくましく、健康で明るい生活が営めるよう、指導者の養成をすすめ、体育施設を整備し、

市民総参加を促し、スポ-ツ、レク1)ェーション活動を振興するo

工　繁栄する地域社会を目指して

産業経済の繁栄によって、良好な就業の場が確保され、豊かな生活が営まれる活力ある地域社会を実現

するため、次の施策を推進するo

・い1.-1)　　　　こ

経済環境の変化、消費需要の多様化に対応し、経営の安定とサービスの向上をはかれ都市の活性化

を目指して、魅力ある商店街を形成し、中小企業の体質を強化し、流通機能、卸売機能を整備する。

②　工　　　業

消費と生産との均衡のとれた産業都市の形成を目指し、地域繁栄の活力源として、中小=業の体質強

化、地場産業の技術向上に努め、地域経済に寄与する新たな=業の選択的導入を促進するo

只　riisaa

食糧需給の変化に対応し、経営の自立、安定をはか9、生産基盤の整備、生産流通体制の合理化をす

すめ、都市近郊の特性を活かした農林水産業を振興するo

④　観　　　光

観光意識の変化を考え、観光資源を開発し、施設を整備して、観光的魅力の創造と滞留観光客の増加、

市民の観光意識の向上に努め、広域的視野にもとづき観光対策を強力に推進する。

⑤　市街地開発

自然との調和、都市美に配慮し、全市的に均衡のとれた発展を目指し、周辺部は人口、産業を適正に
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誘導し、既成市街地は、再開発を促進して、効率的で択通夜市街地を形成するo

⑥　基幹交通

人、物、情報の活発な交流をはかるため、九州縦貫自動車道、九州新幹線鉄道、熊本藩、熊本空港な

ど熊本都市圏で結節する陸海空にわたる交通運輸体系の整備を促進する.

オ　構想の実現を目指して

この構想を実現するため、次の方策の推進に努めるo

①　市民総参加と自治の確立'

この構想を推進するためには、すべての市民が、自らのまちは自らの手でつくる意識をもち、行政と

一体となって、自治の確立を目指さなければならないo

そのため、広報.広聴活動を積極的に展開し、市民と行政との情報交流を活発にし、市民の創意、理

解と協力によって、市民のまちづくDをすすめるo

(参　広域行政

生活圏の拡大に従い、県および関係市町村と緊密に連携して、それぞれの特性に応じ、機能を分担し、

調和のとれた広域的生活圏の発展をはかるo

@　行財政運営

広範、多様化する行政需要に応じて、総合的執行体制を確立Lへ　効率的行財政運営に努めるo

昭和55年12月15日議決
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6　広　幸醇・広　聴

(1)広　　報

ア　広報広聴連絡業務

広報広聴委員会(部長)によれ横の連絡に当たっている

委員会　20名　月1回開催

広報連絡委員(課長補佐)により、各課の事業、行事を週報、月報で情報の収集を行っている

委　員　105名

イ　広報刊行物

「くまもと市政だよb」

毎月1日発行・B5版　16-　　頁

1回の印刷部数　171,000部

文書配布委託者を通じて各世帯に配布

「点字市政だよb 」

毎月1日発行・B5版・20頁(年13回)

1回の印刷部数　200部(郵送)

編集は熊本県点字図書館に委託(内容は市政だよbから抜すい)

「市民グラフ」

年3国発行・A4版・12頁

1回の印刷部数　5,000部

写真による市政広報

「市民のしかb 」

3年に1回発行・B5版・40頁

1回の印刷部数　185,000部

白常生活に最も必要を窓口紹介

ウ　テレビ・ラジオによる広報

テレビ番組

「市民のひろば手取本町1番1号」

RKK・TV　毎週土曜日午前7時40分から5分間

「おはようくまもと」

TKU・TV　毎月第4土曜日午前8時00分から15分間

テレビ・。スポット

「熊本市役所だより」

RKK・TV　毎週月曜日午後6時57分から20秒(年52回)

毎週金曜日午後6時00分から6時30分の間の20秒(年52回)

TKU・TV　毎週月曜日午後7時から20秒(年52回)

毎週水曜日午前8時30分から20秒(年52回)
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テレビ年賀

RKK・TV　市長の年頭のあいさつ1月1日

蝣7-?*1fc」S

NHKラジオ　毎週土・日曜日の午後6時50分からの「官公庁だよb 」に広報資料撞供

RKKラジオ　毎週月曜日、モー-ンクダイヤノレ午前9時40分から120秒(年52回)

エ　新聞広報

市政について市民の十分な理解を得るため、日刊紙の細面を利用する

オ　その他の広報

声の市政だよD
日;ii

毎月1日発行　90分巻　50本(年13回)

カセットテープに市政だよDを轟音し、 E]の不自由を方-送付

時事ファックスニュース

関係課に回覧し、特に参考になるものは照会調査する

テレフォンサ-ビス

電話によb市民ニュースのサービス(TEL56-6460 ) 1 50秒以内、毎週水曜日内容入れ替え

市施設めぐ9

年6回実施、汚水処理場、清掃工場、消防署など

1回1 00名程度、バス2台、一般市民を募集

行事予定表作成

月報(毎月20日作成)

週報(毎週木曜日作成)
報道機関、市会議員、各学校、各課に配布　340部

日報(前日作成)　　　　市政記者室、広報課に掲示

広報車等の利用

広報車(ぎんなん号)放送設備付、行事その他の広報

広報取材車　　　　放送設備付、広報事項の取材のほか行事その他の広報

力　報道機関との連絡

市長の定例記者会見　毎月1回

局部長定例記者会見　毎月2回

報道機関(市政記者)に対する報道資料の提供

(注)記者クラブ加入社　　(11社)

朝日・毎日・読売・西日本・熊日　NHK-RKK・TKU　日本経済・時事通信・共同通信
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(2)広　聴

ア　市民の声受付・処理状況

(昭和5 6年3月末日現在)

区 分

項 目

受 付 仏) 処 理 ㈱ 病 理 率

V A中 央 東 南 西 北 計 茸 結 検 討
で き

な い
そ の 他 計

1

企

画

広

戟

企 画 1 1 1 1 1 0 0

1事 務 管 理 1 1 1 1 1 0 0

.そ の 他 1 1 1 1 1 0 0

合 計 1 . 1 1 3 1 2 3 1 0 0

2

ォe

m

職 員 の 接 遇 . 服 務 4 3 1 8 6 1 1 8 1 0 0

市 有 財 産 2 4 1 7 3 1 1 5 7 1

税 務 1 1 1 4 7 4 1 1 6 8 6

そ の 他

合 計 7 8 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 9 8 .6

3

市

氏

自 治 振 興 1 2 3 2 1 3 1 0 0

交 通 安 全 対 策 5 5 3 3 1 1 7 1 3 1 1 6 3 5

戸 磨 .住 民 票 .日掻 登 録 2 2 2 2 1 0 0

保 険 1 1 1 3 2 1 3 、 1 0 0

年 金 1 1 2 2 2 1 0 0

福 祉 6 1 1 3 3 1 4 9 2 3 1 4 1 0 0

防 犯 燈 1 1 1 1 1 0 0

そ の 他 ′1 1 1 1 1 0 0

合 計 1 6 1 2 5 6 4 4 3 2 0 5 1 6 3 2 7 7

4

衛

坐

衛

壁

草 刈 り 1 0 2 2 7 6 1 2 5 7 5 3 1 2 5 6 9 8

動 物 管 理 l l 9 2 3 3 2 8 2 8 2 8 1 0 0

そ 族 . 昆 虫 1 0 l l 2 6 2 3 1 2 7 4 3 1 1 0 0

水 質 汚 濁 2 1 3 6 2 1 3 5 0

悪 臭 8 7 1 3 5 2 4 1 6 1 3 2 0 8 3

騒 音 . 振 動 1 2 1 2 7 5 6 4 2 3 0 l l 4 1 9 8

大 . 気 汚 染 2 2 2 2 1 0 0

保 健 予 防 5 3 1 5 1 1 5 1 2 1 1 1 4 9 3

そ の 他 3 3 6 5 1 6 1 0 0

小 計 6 1 6 8 2 3 2 8 3 1 2 1 1 1 7 5 2 2 2 2 2 0 1 9 5

清

掃

ご み 収 集 7 2 4 1 1 1 5 1 3 1 1 4 9 3

不 法 投 . 秦 4 7 1 4 1 1 7 1 0 1 3 1 4 8 2

簡 易 浄 化 槽 1 6 4 l l 9 2 l l 1 0 0

汲 敢 り 1 1 2 1 5 5 5 1 0 0

そ の 他 l l 5 3 2 1 2 2 1 6 2 3 2 1 9 5

小 計 2 4 2 1 8 1 3 4 7 0 5 3 1 2 9 6 5 9 3

蝣a f t 8 5 8 9 3 1 4 1 3 5 2 8 1 2 2 8 3 4 3 1 2 6 6 9 5

5

醍

済

商 工 1 1 .1 1 1 0 0

農 林 1 1 2 2 2 1 0 0

* 2 2 1 1 2 1 0 0

耕 地 3 1 4 2 1 l l 5 1 1 7 6 4

緑 化 推 進 1 2 3 3 3 1 0 0

そ の 他

令 書十 7 5 4 2 1 1 9 1 2 2 1 1 5 7 9
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区 分

項 目

受 付 (勾 処 理 ㈲ 処 理 率

V a中 央 莱 南 西 北 計 完 結 検 討
で き

な い
そ の他 計

6

痩

設

道

路

舗 装 新 設 6 2 2 5 1 2 4 4 9 1 3 1 0 1 3 1.7 5 5 %

舗 装 修 理 5 3 3 4 8 1 6 1 0 1 2 1 8 6 3 1 9 0 7 4

砂 利 道 修 理 3 1 2 l l 3 1 3 0 2 5 1 2 2 8 9 3

路 側 修 理 4 1 1 3 1 . 1 0 5 1 1 7 7 0

改 良 2 9 1 l l 2 3 3 5 8 3 5

私 道 整 備 1 1 2 1 1 2 1 0 0

歩 道 7 6 1 2 3 1 9 7 2 9 4 7

防 護 柵 5 4 1 4 2 1 6 7 1 1 1 1.0 6 3

反 射 轟 9 1 0 3 2 4 8 5 4 6 3 9 1 7

区 画 線 4 7 2 2 1 5 4 1 1 6 4 0

雁 明 澄 6 1 1 2 4 3 3 5 7 1 8 2 3

街 路 樹 1.0 2 1 1 1 1 5 9 1 1 0 6 7

清 掃 b 7 2 2 1 1 8 1 3 1 1 4 7 8

市 道 認 定 2 1 3 3 3 1 0 0

境 界 4 2 1 2 3 1 2 7 3 1 0 8 3

占 用 6 4 2 1 2 5 3 8 6 7

橋 梁 2 2 5 9 7 7 7 8

工 事 に 付 随 4 4 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0

そ の 他 l l l l 4 4 4 3 4 l l 2 1 1 2 L 6 7 6

4 、 . 計 1 4 3 1 3 7 4 0 1 2 2 4 5 4 8 7 2 2 6 2 5 4 3 7 o q o 6 0

側

*

竣 藻 9 1 4 6 1 3 4 4 6 2 5 2 3 3 0 6 5

修 理 4 l l 2 7 5 2 9 1 2 3 1 1 6 5 5

新 設 1 6 3 3 3 2 5 7 3 3 1 1 4 5 6

義 1 9 1 7 6 1 4 9 6 5 3 1 5 3 6 5 5

暗 渠 1 1 2 1 1 5 0

工 事 に 付 随 8 1 9 6 3 9 1 0 0

そ の 他 3 1 2 6 4 、1 5 8 3

小 計 3 2 6 9 1 8 4 1 2 2 1 8 2 8 6 1 3 3 9 1 1 1 6 1

排

汰

路

竣 準 1 2 8 1 0 7 5 4 2 2 7 1 3 3 1 7 4

修 理 3 1 4 8 1 3 4 5 0

改 良 6 4 5 8 3 2 6 3 9 3 1 1 6 . 6 2

蓋 7 4 3 1 1 5 3 6 9 6 0

暗 渠 1 1 0

工 ノ事 / .に 付 随 3 1 4 2 1 0 4 1 5 5 0

皐 の 他
3 1 1 4 9 4 2 6 6 7

小 計 3 1 2 1 2 1 2 9 9 1 1 1 4 2 1 8 4 7 7 1 6 4

公

共

下

竣 藻 1 1 2 2 2 1 0 0

修 理

新 設

料

1

1 2

1

2 1 3

1 3

1 8 1 6 1

1

1

1

1 8

0

1 0 0

汰

道

人 草L

受 益 者 負 担 金

利 用

1 1

3

2

3

2

2

2

4

1 0 0

1 0 0
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区 分

項 目

PL受 付 W 処 理 ㈲ 処 理 率

㌔
中 央 東 南 西 北 書† 完 結 検 討

で き

な い
その他 吾十

建

設

そ の 他 3 4 2 9 9 9 1 0 0 ・

/J、 -千 1 8 1 2 3 3 1 3 7 3 1 2 2 3 5 9 5

狗

川

清 掃 1 2 1 4 3 1 4 1 0 0

改 良 2 1 3 2 2 6 7

工 事 に 付 随 1 1 1 1 1 0 0

そ の 他 3 1 4 1 1 2 5 0

4 、 計 1 6 4 1 1 2 6 1 2 9 7 5

都

局

開

発

開 発 行 為 1 4 1 4 1 0 1 7 8 8 0

区 画 整 理 3 3 3 3 1 0 0

公 園 . 広 場 9 1 1 4 2 1 7 7 5 2 1 4 8 2

そ の 他 2 4 2 2 1 0 3 3 b 6 0

4 、 計 1 2 1 2 2 6 8 4 0 1 4 5 1 2 3 1 7 8

痩

3 5

建 築 指 導 1 3 4 1 5 1 2 4 1 5 3 4 2 2 9 2

市 営 住 宅 1 3 2 6 2 1 1 1 5 8 3

日 麻 植 3 2 1 6 3 1 1 5 8 3

そ の 他 2 2 1 1 5 0

小 計 1 7 l l 1 7 2 3 8 2 0 5 1 7 3 3 8 7

建 設 そ の 他 7 l l 2 4 2 2 6 1 0 2 1 0 2 2 8 5

合 計 2 6 1 2 7 9 8 7 2 1 6 9 0 9 3 3 4 3 5 6 8 1 5 8 6 6 0 4 6 5

7 教 育 7 3 4 7 3 2 4 5 5 1 3 1 4 5 9

8 交 通 4 3 1 8 2 5 1 8 1 0 0

9 水 道 5 2 6 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 0 0

1 0 消 防 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0

l l

外 閑

都 田

機 体

国 4 2 1 7 3 1 4 5 7

* 2 0 2 5 3 5 1 5 4 3 0 8 2 5 4 5 8 3

そ の 他 2 4 1 1 8 2 1 4 7 8 8

合 計 2 6 3 1 4 6 2 6 9 3 5 9 2 1 0 5 6 8 1

1 2 . 市 政 以 外 2 1 2 8 5 8 1 4 7 6 '2 i 2 3 9 6 8 8 9

総 計 4 4 1 4 6 2 1 4 2 2 9 5 1 5 5 1,4 9 5 7 9 1 q 9 2 9 1 8 3 1 ,1 0 2 7 4

(注)完　結・-　--希望どおりに工事ができたり制度を適用できたもの

検討・--=--可能性があり将来の計画で検討されるもの

できない・・・・--当分不可能なもの

その他・・・-・・-・希望どおりではないが他の方法で説明できたもの

∴ + 電 文 来 そ
の 計

話 香 庁 他

累 計 8 2 7 1 7 9 4 1 4 7 5 1,4 9 5

百分 比 5 5 1 2 2 8 5 1 0 0
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∵ - 相 普 ォ 陳
計

談 情 望 情

累 計 166 761 310 258 1,495

百分比 ll 51 21 17 100



イ　特別相談-

A内 容

i m
曜 日 . 時 担 当 主 な 相 談 相 談 件 数

消 費 生 活 相 談
⑳ . 消 費 生 活 買 物 につ い て の相 談 . 商 品 の 晶

3 6
1 0 : 0 0 ~ 1 6 :0 0 コ/ サノレクン ト 質 . 量 目 . 値 段 . 衛 生

税 務 相 談
㊨ 秩 .理 士 会 所 得 税 †譲渡 所得 税 . 相続 税 .

1 2 9
1 3 : 0 0 ′-1 6 :0 0 熊 本 県 支 部 贈 与 税 な ど

人 権 相 談
i-li

人 権 掩 護 委 員
名 誉 の 侵 害 . 借 地 借 家 . 金 銭 の

3 2、7
1 3 ‥0 0 ~ l 6 : 0 0 貸 借 . 離 婚 . 扶養 な ど

法 律 相 談
㊨ . ㊨

1 3 :0 0 ~ 1 6 :0 0
弁 護 士 会

話 し合 い や 調停 で解 決 で きな い

もの、 法律 を必要 とす る もの、

訴 訟 な ど

7 4 9

登 記 相 談
蝣t.' 司 法 書 士 会 相 続 . 遺 言 . 贈与 . 抵 当 権 . 質

2 7 7
1 3 :0 0 ~ l 6 : 0 0 熊 本 支 部 債 権 . 土 地 建物 な ど

芸 ラ 富 相 談 ⑩ ～ ㊥
専 門 相 談 員

利 息 や 保 証人 の問 題 、取 b 立 て
1 8 3

9 :0 0 ′、1 6 :0 0 な ど

計 1 ,7 0 1

(注)相談コーナーは、市民相談課(託畑町庁舎1階)内でいずれも無料

水・金曜日の法律相談は当日の午前8時30分よD電話(56-1 1 1 1)で市民相談課に

申し込み.先着8名限37 (熊本市民のみ)

消費生活相談は、昭和5 6年3月1 6日よれ産業文化会館で常時相談を受けるよ9になっ

たので.市民相談課での相談は廃止

り　市政懇談会

婦人市政懇談会「第9回市政を考える婦人のつどい」

開催日時　昭和56年1月23日　午後零時30分～午後3時30分

会　　場　鶴屋百貨店大ホール

議　　題　「健康問題について」

「洗剤の問題について」

「ゴミの分月螺蕪について」

「市民センタ-について」

「水害の問題について」

「地域のいろいろな問題について」

「友好都市について」

参加者　婦人会々員約600名

SEB



市側から市長・助役・各局長が出席

健康都市づくD懇談会(市政広聴懇談会)

昭和5 6年中に開催予定

工　市政モニター制度

昭和4 7年に制定した本市の「市政モニター設置要綱」に基づき昭和5 5年度のモニター制度を実施

した。

モニター数　1 5 0名、構成-一般公募者と各種団体構成員

任期- 1年.報酬-記念品

○アンケート調査

第1回「地域の生活環境などについて」

第2回「からだの健康づくDについて」

第3回「火の国まつDについて」

第4回「明るく健康をまちづくDに望むもの」

〇現地視察広聴会

「健康都市をめざして」

〇モニター会議　3回

7　事　務　改　善

(1)経過と現況

本市の事務改善、能率向上は、昭和3 0年代の初期における校区出張所の統廃合や、会計機等の導入による

事務機械化をはじめとして、今日まで,税務事臥窓口事務、文書事務、給与事務など各分野t・数多くの改善、

能率化の施策が実践されてきた。

これらの中て　もっとも重要な意義を持ち、太市における事務近代化の基鮭づくりとなる具体的成果として

いrwrTi桁㌫Bsgjj盟SHI

o電子計算センタ二への委託による大量計算業務の機械化

o窓口事務の改善,一本化と,住民記録の統合整備

o文書管理の改善と、浄書印刷業務の集中処理

しかし、従来の事務改善は、どちらかといえは印鑑証明の間接証明方式の採用など部分的な事務作業面の改

善合理化、対症療法的な現状打開策に終始しがちであり、全庁的視野に立って事務の機能を体系化し、総合的

かつ、計画的に事務の管理改善の推進をはかる姿勢が不十分であった。

電算機の利用も民間委託という便宜の形態であり、定型的な大量計算事務の枚械化にとどまっているなど多

くの問題点が残されている。

一方、新らしい市庁舎の建設についても.今後本市全体の行政運営の効率化という視点から事務の抜本的な

改善による近代化をより一層積極的に推進する突放を迎えようとしている。

-45-



(2)各種事務改善状況

(昭和55年度)
ア　電子計算確による事務機械化状況　　　　　　　　　　　　(民間の電子計算センターへ委託処理)

部 課 名 業 務 名 処 理 開 始 処 理 回 数 委 託 料

総 務 部 財 政 課 市 債 統 計 昭 4 3 年 4 回
8 9 1 ,0 0 0 円

職 員 部 給 与 課 給 与 計 算 4 3 1 2 1 4 ,6 3 1 ,3 7 9

〟 職 員 厚 生 課 標 準 報 酬 月 額 算 定 4 4 2 4 0 5 ,4 0 0

税 務 部 主 我 諌 税 収 納 消 込 4 5 1 2 5 3,7 1 8 ,0 8 3

〝 〝 収 納 明 細 C 0 M 5 4 1 2 4 ,9 2 4 ,1 7 0

〝 〝 法 人 市 民 税 5 4 1 2 5,7 7 6 ,5 5 0

〟 . 市 民 税 課 市 ( 県 ) 民 税 4 1 1 3 3 ,9 6 1,7 8 0

〝 〝 畢 自 動 車 税 4 3 1 5 ,4 6 5 ,7 4 6

u 資 産 税 課 固 定 資 産 税 4 3 1 4 3 ,4 8 7 ,1 4 8

〝 納 税 課 納 税 組 合 事 務 費 等 及び滞納整理 4 7 1 2 1 3 ,3 0 5 ,8 2 0

市 民 部 国 民 年 金 課 国 民 年 金 5 1 4 2 0 ,1 2 0 ,0 0 0

〝 〟 所 構 状 況 5 11 4 1 0 1,1 0 0

〝 保 . 険 課 国 民 健 康 保 険 4 2 1 2 4 7 ,1 2 1 ,6 0 0

福 祉 部 社 会 課 児 童 手 当 4 8 3 1 ,7 6 9 ,0 0 0

〝 〝 医 療 券 発 行 5 1 1 2 4 ,8 1 5 ,9 6 0

〝 保 育 課 児 童 措 置 費 5 0 1 2 6 ,7 9 1 ,2 8 0

計 画 部 区 画 整 理 課 換 地 計 算 5 2 1 3 ,4 5 9 ,9 1 0

下 水 道 部 下 水 道 管 理 課 受 益 者 負 也 金 4 4 1 1 ,6 4 0 ,0 0 0

h n 水 洗 貸 付 金 5 1 1 2 4 ,5 3 0,0 0 0

ff f 下 水 道 使 用 料 - 4 2 1 2 6 ,1 7 1 ,0 0 0

水 道 局 営 業 課 水 道 料 金 4 2 1 2 5 6 ,9 6 6 ,8 8 5

交 通 局 総 務 課 給 与 計 算 4 4 1 2 2 ,2 6 4 ,7 2 0

会 計 童 財 務 会 計 5 3 1 2 6 .8 4 6 ,0 0 0

市 民 病 院 病 院 経 理 5 5 1 2 3 ,4 8 0 ,0 0 0 .

合 計 1 7 部 課 2 4 業 務 3 4 2 ,6 4 4 ,5 3 1

イ　窓口事務の改善と住民記録の統合整備状況

主 要 改 善 事 項 実 施 年 月 主 要 改 善 事 項 実 施 年 月

窓 口環境の改善整備 昭 4 1 . 9 その他の改善事項

昭 4 1.0 庁舎改造模様替工事、冷暖房設備 ~ 4 2 . 2 0 庁内窓 口配置 の合理化

0 オP プy カウン タl 新設 、来庁市民 ( 第 1 次 ) ( 市民課窓 口の東地区、西地 区分割 、 - 4 2 .

スペー スの拡張 4 3 . 7 市民相談課案内窓口、教委就学 窓 ( 第 1 次 )

0 庁内案内板の設置 、窓 口表示板の改 ~ 4 3. 1 2 ロ、水道 料金窓口等の集 中開設 、 4 3 .

善整備 ( 第 2 次 )

4 2 .

市金庫の移転等 ) - 4 3 .1 2
( 第 2 次 )

窓 口事務の一本化 ○市民相談課の新装開設 と相談内容 の 4 6. 1 0

0 住 民異動.の届 出手続の簡素化 充実強化 .

4 7 .0 同届書 、受付窓 口の一本化 4 2 .l l

4 3 . 1 2

4 3 .

○戸轟、住民票等の証明書の電話 によ

( 住民 、配給 、選挙、国保、年金 る申込の受付

4 7. 7の異動手続 ) 0 市税等の公金収納窓 口の拡充 ( 収納

○証 明書請求窓 口、交 付窓 口の専門化 代理金融機 関 4 8 カ所 を追加指定 )1

4 9▼ 4住 民記轟の統合管理 ○税 .年 金の 口座振込制度の開始

0 住民基本台帳の整備 0 戸籍 .住民票謄抄本の認証に 自動認 5 0.

( 住民、配給、選挙 、国保 、年 金等 ′、- 4 3. 1 2

4 2ー 2

証器 を採用

5 2 .1 0の資格に関す る記録を統合 ) 0 印鑑証 明の間接証 明方式の採用

0 戸籍、住民基本台帳等の保 管用具 の ○市三税 ( 市畢税 l資産税 .軽 自税 ) 5 4 . 6

5 4ー 7

改善整備 ( ビジプル t/ コI ダ等 ) の収納台帳 のC 0 M 化 とマイク ロリ

窓 口事務の処理方法の改善 - ダ- の導入

0 一部横割 り流れ作業方式の採用 ( 第 1 次 ) 0 電話によ る証明予約に印鑑証 明を追

0 連絡搬送機器の導入 ( ベル トコンペ 4 3 .1 2 加 .

5 4ー1 1了、気送管 、インター ホl ン等 )

0 即刻処理業務 と事後処理業務の分離 、

記録事務 の タイプ化

( 第 2 次 ) 0 東西証明交付窓口の統合
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ウ　文書管理の改善と浄書印刷業務の集中化状況

主 要 改 善 事 由 実施年月 主 要 改 善 事 項 実施年月

文書集配 の合理化

昭 3 8.1 0

4 2. 7

3 8. 7

浄書印刷 の集中管理

4 a i0 メー ルボー イ制度 0 浄書室 の設置、運営

本 庁舎内各課 との間の文書集酉己 乾式 ジア ゾ複写機 1 台 (機械 は 56こ.

○メ一 ル カ- 制度 . 静電式複等機 1 台 4.1 現有教)

タイプ集中化

本 庁舎 と各 出先機 関 との間の文書 オ フセ ット印刷機 2 台 機械

集 酉己 (ククツl 借上) 同 製版機 1 台 保有

文書作成 の標準化 和文 タイプライター 4台

0公 用文に関す る規程 の制定. ‥断 裁 機 1 台

0 公文書の種類 と定 義、書式、用字 (各課 の タイプ浄書、複写、印刷等を 4 4. 4

用語等の体系的 な標準化

(文書規程 との】体的運用)

集 中処理)

-47-



8　職　員　研　修

(1)研修の概況

ア　研修受講人員

(昭和5 5年度)

区 分

職 場 外 研 修

派 遣 研 修 合 計

一 般 研 修 専 門 研 修 そ の 他 , 計

延 人 員 6 4 5 8 9 8 5 6 5 2,1 0 8 3 3 4 2 .4 4 2

イ　一般研修

研 修 名 対 象
回

サ
A a 日

サ
実 施 時 期 内 容

新 規 採 用

】 般 行 政 職 1 1 1 6 2 5
4 月

対象 2 1 8 人

公務員 としての 自覚 と意識の確立 を図らせ、職務
遂行に必要な実 務の基礎 知識 を習得 させ、職場へ

医 療 技 術 職 1 2 4 3 4

技 能 労 務 職 2 4 8 7 4 ⊥1 0
職 員 研 修 の適応力 と市職員 としての心構 えを養成す る

講師 主に部内講師
看 護 婦 等 1 1 9 2 5

煤母′( 宗 富 )
1 l l 7 3

事務員 . 技術員

研 修

主 事 補

技 師 補
2 6 4 3 3

職務 を適切に遂行す るために要請 され る知識 . 技

舵 . 態度及び判断力 . 表現力の基礎 を養 う
講師.…‖部内講師及び部外講師

吏 員 研 修 (1)
主 事

1 2 0 5 6

麹当す る職務を遂行するため に必要な法の解釈 と

運用能力の基礎知識を習得す るとと もに市行政の

技 師 現状 と将来を認識する
講師…...部内講師及び部外講師

女 子観 点 研 修
主 事

2 7 1 3 1

票窟警謂 蓋姦撃警 鋒 謂 ぎ姦畠孟宗晶 是盃輸

技 師 上 を図 る
要…院 ‥讃 欄 竪在纏 綿 質

吏 員 研 修 (2)
主 事 .

技 師
3 1 1 6 5 7

墓墓重要逼 昔 葦轟最 警纏

係 長 研 修 (1) 新 任 係長 職 3 5 2 5 9 サ1 0

新鹿監督者 としての職 務、役割を遂行す るために

必要な知識、 技能及び原理 原則の習得 を図 る
講師.‥.-.部内講 師

係 長 研 修 (2) 係 長 職 1 2 6 3 1 0

重要かつ複雑な職務を執行管理す るために必要な

監督者 としての応用力、実践 力 をo J T y - ダー
養成を とお して習得す る
委託先.‥参画経営研究所

課長補佐研修(1) 新 任 補 佐 職 1 3 2 3 8

.課長の職務、役割を補 助代 行す る補 佐 としての職
務 を遂行 す るために必要 な知識、技能 を習得する
委託先.‥近代 経営協会

課長補佐研修(2) 課長 補 佐 職 0

課長補佐 として重要かつ複 雑な職務 を執行管理す

るために必 要な知吉臥 技能 を習得す る
講師 部 内講 師及 び部 外講 師

課 長 研 修 課 長 職 2 4 6 3 8 .ー9

市行政を効果的に執行 す るために必要な総 合的視
野 にた った ものの見方、 考 え方及び諸 JQ の問題に
対す る解決能力を養 う

講師 ‥部外 講師

部 長 研 修 部 長 職 0

複雑多岐な地方 行政 の企 画決定及び運営に直接携

わ る上級管理者 として要請 され る高度な行政能力

と時代に即応 した行政 感覚を養成す る
講師.‥...部外講師
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ウ　専門研修

研 修 名 対 象
回

数
人 員

日

サ
実 施時 期 内 容

文 書 事 務 研 修 全 職 員 3 9 8 3

月

7 . 9

行政 を民主的 、能率的 に処理す るた めに必

要 な文書事務 の合理的運 用能力 を幸 う

講師 .日.-.部内講師

接 遇 研 修 〟 5 4 5 o l l

公務員 としそ 、 日常業務 に必要な接遇の心

構 え及 び態度 につ いて考 えるとともに、応

対 のあ り方につい て習得 する

講 師 .‥…部内革師及 び部 外講師

法 制 執 務 研 修 〟 1 2 2 5
( 半 日 )

1

立法事務 の原則及 び技術 を正 しく理 解す る

と ともに、法 の解釈及 び運 用能力の 向上 を

図 る

講 師 ..… .熊大教授

電 気 技 術 研 修 電 気 技 術 職 8 1 0 2 1 ~ 2 5 - 7 -8 -9 -

1 0 - l l - 1

電気 設備 の保 全管理につ いて

委託研修

栄 養 士 研 修 栄 養 士 1 5 2 2 ~ 3

複雑 多岐化す る栄養士の業務 を合理 的かつ

能率的 に遂行 する能 力を養 う

講 師 .‥...熊大 その 他

保 育 所 研 修 保 母 2 4 3 3 7 1 ~ 3 5 - 3

障害児保 育、 自閉症児保 育、幼児体 育、中
堅保 母、園長研修等 の専門的な知識 及び技

術を習得 す るこ とによ り保 育者 としてのそ

の資質の向上を図る
講師 部外 講師

保 健 婦 研 修 (S ft 6 1 9 3 6 5 ・! - 9

保健業務遂行に必要 な医 学的知識 を理解習

得す ることに より保 健業務の拡充 と保健婦
( 2 I王) 1 - 2 - 3 の資質の向上を図 る

行 政 法 研 修 全 職 員 1 3 1 1 0
( 半 日 )

l l - 1 2

行政及 び行政法の意義、特 質を理解 す ると

と もに行政処 分を法律行為 として思 考処理

す る能 力を養 う .

講 師 .‥…熊大教授

地方 自治法研修 〟 1 1 5 5
<. * B l

3

現実 に生起す る問題に対処で きるよ う行政

実例 、判例等 を引用 しつつ地方公共 団体 の

組放及び運営 についての基本法 であ る地方

自治法の体系的な理解 を図る

講 師 部内講師

地方公務貞甚研修 〟 1 1 6 5

( 半 日 、
5

地方公務 員法 の理念 、性格および具体的内

容 を現行公務員制度の関連 において理解す

る

講師 部内講師

. 民 法 研 修 〟 1 3 4 1 0

^ # H l

1 ~ 2

私 人相互 関係 を規律す る民法 の中の 「物権

法 」の概 要 を理解 す る とともに公 法 との

関連につ いて も言及す る ことによ り、行政

の公正 的確な処理能 力を養 う

講 師 .… .=熊本 商大講 師
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エ　リーダー・葺成研修・その他の研修

研 修 名 対 象 回数 人 員 H ft 実 施 時 期 内 容

リ

I

ダ

n
部 内 講 師 0

月 部内 講 師 に 研修 の あ り方 、学 習 指 導 の 方法

等 を習 得 させ る こ と に よ り職 員 研 修 の 効果

を よ り高 め る

委 託 先 .‖… 近代 経 営 協 会

公 研 協 方 式
〟 0

委 託 先 ‥.… 公務 研 修 協 議 会

-

*

成

研

修

接 遇 指 導 者 研修 「接 遇 研 修 指導 者 養 成 研 修 会」

J S T
指 導 者 養 成 研修 〟 0 委 託 先 … … 日本 人 事管 理 協 会

( 標 準 課 程 ) 「J S T 指 導 者 養 成 課 程 」

J S T
指 導 者 養 成 研修 〟 1 .2 4 1 0

委 託 先 … ..l日本 人 革管 理 協 会

( 継 続 課 程 ) 「事 例 研 究 技 法 コー ス」

そ

管 理 者 静 揖 会 管 理 者 2 2 6 0
2

( -T H l
7 . 1

テ I マ∴ ... [- 日本 経 済 の ゆ くえ 」

読 師 … ...経済 評 論 家

職 場 研 修

m m sb
ft

5 2 3 5
2 5 . 8 市 税 の 賦 課 制 度 、 婦人 と職 業

保 護 課 <・ EO l l - 3
人 畜共 通伝 染 病の 発 生 状況 、 市 民生 活 と法

の

他

食 肉 セ ン タ I 律 等

7 T > -
市 民 税 諜

市 民 課
1

∫

3 2 3 8

課 .( 組 織 = フア ミ !)- ) を- ろ の 単 位 と し

て 組 織 目標 を合 理 的 、能 率 的 、 計 画 的 に連

ト t/ I ニ ン ク 労 働 諜 成 す る た め の 問題 点 の 把 轟 と そ の解 決 法 を

の

研

修

都 市 計 画 課 追 求 す る

委 託 先 -.l… 組放 能 力 開 発 セ ン タl

通 信 教 育 全 職 員 1 2 0 7 ~ 1 2
教 養 コl ス 、事 務 管理 コI ス は か
実 施 校 .‥‥.産業 能 率 短 期 大 学

日本 経 営 賂 会

聴 講 生 〟 1 l l 4 ~ 3

委 託 先 … … 熊本 大 学 法 学 部

講 座 名 ‥… .行政 法 、憲 法 、民 法 、 労 働 法

研 究 生 〟 1 5 4 - 3
委 託 先 熊本 大 学 医学 部 、薬 学 部 、理 学 P

部 1

オ　派遣研修

研 修 名 場 所 人 員 期 間

研
修
所

派
逮
研
修

海 タ「 派 遣 研 修 吹 . 米 . 中 国 桂 林 市 6
8 日間、2 1日間

1 4 日間
自 治 大 学 校 ( 1部 ) 東 京 都 1 6 カ月

自 治 大 学 校 ( 2 部 ) 〟 1 3 カ月

都 市 派 遣 研 修

京 都 市 、 和 歌 山市 は か 3 0 3 日

西 宮 市 、 倉 敷 市 ほ か 3 6 3 日

広 島 市 、 福 山 市 1 0 3 日

特

刺
派
遣

研
修

無 日 市 民 大 学

「 経 営 セ ミ ナ ー 」
熊 本 市 4 6 5月～3 月

行 財 政 研 修 会 東 京 セ ミ ナー 東 京 都 2 1 日

本 省 派 遣 研 修 東京都 .自治省行政脚 課 1 5 5.1 0 - 5 65

各 通
謀 研
派 修

専 門 技 徳 研 修
東 京 都 ほ か 2 0 1 1 日～3 8 日

一 般 派 遣 研 修
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9　選　　挙

(1)永久選挙人名簿登録者数　　　　　　　　　　　　　　　　(昭56. 5. 21現在)

開票区 投 票区 投 票 所 男 女 計 .

1

1 碩 台 小 学 校 1,3 4 7 1,9 2 1 3,2 6 8

2 信 愛 女 学 院 幼 稚 園 8 3 5 1,3 3 6 2 ,1 7 1

3 桜 山 中 学 校 2,7 1 2 2 ,5 0 0 5,2 1 2

4 黒 髪 小 学 校 1,3 7 5 1,6 0 6 2,9 8 1

5 市 .立 高 校 1,3 7 3 1,8 0 6 3,1 7 9

6 弓 削 出 村 公 民 館 1,0 5 0 1,1 5 1 2,2 0 1

.7 龍 田 中 央 公 民 館 3,0 3 4 3,3 9 3 6,4 2 7

8 武 蔵 小 学 校 1,3 3 3 1,4 7 2 2,8 0 5

9 桶 小 学 校 2 ,4 4 9 2,7 6 3 5,2 1 2

1 0 麻 生 田 小 学 校 2,6 3 6 3,0 0 3 5 ,6 3 9

l l 城 北 小 学 校 9 7 5 1,0 8 7 2 ,0 6 2

1 2 八 景 水 谷 公 民 館 2 ,5 0 7 1,7 1 1 4 ,2 1 8

1 3 清 水 小 学 校 2,1 1 4 2,5 0 2 4 ,6 1 6

1 4 亀 井 公 民 館 1,2 2 2 1,4 3 1 2 ,6 5 3

1 5 高 平 台 小 学 佼 2,4 8 5 2,8 5 0 5,3 3 5

1 6 銀 杏 学 園 短 期 大 学 9 5 6 1,1 1 0 2 ,0 6 6

1 7 京 陵 .. 中 学 校 1,1 9 4 1,6 0 2 2 ,7 9 6

1 8 東 川 示 学 校 1,8 0 5 2 .4 1 6 4 ,2 2 1

1 9 京 町 台 保 育 園 9 5 0 1,2 4 3 2 ,1 9 3

2 0 池 田 小 学 校 2 ,3 7 5 2 ,5 4 2 4 ,9 1 7

2 1 - 新 幼 稚 園 8 9 6 1,3 3 5 2,2 3 1

2 2 一 新 小 学 校 1,3 6 9 1,8 7 7 3 ,2 4 6

2 3 横 手 保 育 園 8 3 8 1,0 8 0 1,9 1 8

2 4 慶 徳 小 学 校 7 7 7 1,1 5 2 1,9 2 9

2 5 無 本 市 役 所 1,4 2 0 2 .1 6 1 3 ,5 8 1

2 6 白 川 小 学 校 1,1 7 9 1,6 2 7 2 ,8 0 6

2 7 鎮 西 高 校 1,0 6 1 1,3 2 2 2,3 8 3

2 8 大 江 小 学 校 2,0 7 4 2,4 7 6 4 ,5 5 0

2 9 九 州 学 院 1,3 4 2 1,7 9 5 3,1 3 7

3 0 託 麻 北 小 学 校 1,4 6 7 1,5 8 1 3,0 4 8

3 1 託 麻 東 小 学 校 2,6 7 3 2,9 1 9 5,5 9 2

3 2 託 麻 西 小 学 校 3,4 8 7 3,7 3 9 7,2 2 6

3 3 熊本県身体障害者福祉センター 1,0 2 1 1,1 0 9 2 ,1 3 0

3 4 清 水 北 老 人 憩 の 家 5 8 3 6 3 7 1,2 2 0

3 5 上 無 本 老 人 憩 の 家 4 1 8 4 9 9 9 1 7

小 計 5 5,3 3 2 6 4 ,7 5 4 1 2 0 ,0 8 6

2

4 1 五 福 小 学 校 8 8 7 1,2 2 2 、2,1 0 9

4 2 花 園 公 民 館 1,3 7 0 1,6 9 1 3 ,0 6 1

4 3 花 園 小 学 校 2ー5 5 5 2 ,9 0 2 5 ,4 5 7

4 4 岳 林 寺 1,6 1 0 2ー0 1 8 3 ,6 2 8

4 5 城 西 小 学 校 2 ,6 2 3 3 ,1 6 7 5 ,7 9 0

4 6 春 日 小 学 校 2 ,0 2 6 2,3 9 0 4 ,4 1 6

4 7 春 日 保 育 園 8 1 0 1,1 2 4 1,9 3 4

4 8 古 町 小 学 校 1,6 4 6 2,1 9 9 3 ,8 4 5

4 9 三 陽 自 動 車 学 校 1,8 6 1 2 ,3 1 4 4 ,1 7 5

5 0 白 坪 小 学 校 1,5 7 6 1,8 2 2 3 ,3 9 8

5 1 池 上 小 学 校 1,7 6 3 2 ,0 0 9 3 ,7 7 2

5 2 城 山 小 学 校 2 ,4 6 3 2,8 8 4 5 ,3 4 7

5 3 松 尾 東 公 民 館 4 2 1 4 8 8 9 0 9

5 4 松 尾 西 小 学 校 5 6 2 6 3 1 1,1 9 3
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開 票 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

2

5 5 松 尾 北 公 民 館 1 1 0 1 2 2 2 3 2

5 6 小 島 小 学 校 1,0 3 8 1 ,2 0 6 2 ,2 4 4

5 7 有 明 保 育 園 2 5 8 2 8 2 5 4 0

5 8 中 島 中 央 公 民 館 6 8 5 8 0 2 1,4 8 7

5 9 二 番 .公 民 館 7 7 2 8 8 1 1,6 5 3

6 0 城 南 中 学 校 1,7 0 0 2 ,5 0 1 4 ,2 0 1

6 1 川 尻 公 会 1 堂 1,4 6 1 1 ,7 3 8 3 ,1 9 9

6 2 力 合 小 学 校 1,9 3 0 2 ,1 4 6 4 ,0 7 6

6 3 日 吉 小 学 校 2 ,3 4 8 2 ,6 5 1 4 ,9 9 9

6 4 森 下 保 育 園 1,8 1 1 、1,9 9 7 3 ,8 0 8

6 5 江 南 中 学 校 1,6 3 8 2 ,0 5 0 3 ,6 8 8

6 6 世 安 公 民 館 1,2 9 6 1 ,5 5 2 2 ,8 4 8

6 7 本 荘 小 学 校 1,2 8 1 1 ,7 9 3 3 ,0 7 4

6 8 春 竹 小 学 校 2,4 7 4 3 ,1 3 6 5 ,6 1 0

6 9 事 業 円高 等 聯 業 訓 練 琵 1,5 9 9 1 ,8 9 8 3 ,4 9 7

7 0 託 麻 中 学 ′校 1,5 7 2 1 ,8 1 4 3 ,3 8 6

7 1 田 .迎 小 学 校 2,0 8 2 2 ,2 9 4 4 ,3 7 6

7 2 御 幸 小 学 校 2 ,0 9 4 2 ,3 6 3 4 ,4 5 7

7 3 仁 愛 第 二 幼 育 園 8 5 3 9 7 3 1 ,8 2 6

小 計 4 9 ,1 7 5 5 9 ,0 6 0 1 0 8 .2 3 5

3

8 1 西 原 小 学 校 2,7 5 6 2 .9 4 9 5 ,7 0 5

8 2 西 原 公 民 館 9 5 8 1 ,1 0 5 2 ,0 6 3

8 3 菊 水 学 園 1,4 2 2 1 ,5 8 6 3 ,0 0 8

8 4 託 麻 原 小 学 .校 2 ,7 4 9 3 ,0 7 9 5 ,8 2 8

8 5 東 水 前 寺 公 民 館 2 .0 1 0 2 ,4 8 5 4 ,4 9 5

8 6 帯 山 中 学 校 1,4 9 0 1 ,7 0 8 3 ,1 9 8

8 7 帯 山 公 民 館 2,3 4 2 2 ,8 0 8 5 ,1 5 0

8 8 帯 山校 区 第 6 町 内 公 民 館 1,3 2 6 1 ,5 0 8 2 .8 3 4

8 9 京 塚 公 民 館 1,2 0 5 1 ,4 4 9 2 ,6 5 4

9 0 尾 ノ 上 小 学 校 2 ,5 2 7 2 ,8 3 5 5 ,3 6 2

9 1 尾 ノ上 校 区 第 1 町 内公 民 館 2,7 5 3 2 ,8 1 5 5 ,5 6 8

9 2 東 町 小 学 校 2,6 3 0 2 ,7 6 1 5 ,3 9 1

9 3 桜 木 小 学 校 2 ,4 1 9 2 .6 6 2 5 ,0 8 1

9 4 秋 津 第 2 公 民 虚 1,2 4 3 1 ,4 2 5 2 .6 6 8

9 5 東 野 中 学 校 1,5 8 7 1 ,8 1 0 3 ,3 9 7

9 6 若 葉 小 学 校 2,1 2 5 2 ,4 9 2 4 ,6 1 7

9 7 泉 ケ 丘 小 学 校 1,4 0 8 1,6 8 6 3 ,0 9 4

9 8 泉 ケ 丘 公 民 館 1,4 9 6 1 ,8 5 7 3 ,3 5 3

9 9 健 軍 小 . 学 校 1,7 6 3 1 ,7 9 1 3 ,5 5 4

1 0 0 湖 東 中 学 校 1,8 9 7 2 .2 4 4 4 ,1 4 1

1 0 1 轡 取 小 学 校 2,2 2 7 2 ,9 4 2 5 ,1 6 9

1 0 2 無 本 ろ う あ 会 館 7 8 3 1 ,0 1 5 1 ,7 9 8

1 0 3 画 図 小 学 校 1,3 8 2 1 ,5 7 0 2 ,9 5 2

1 0 4 江 津 湖 団 地 第 2 集 会 所 1,7 5 5 2 ,0 2 0 3 ,7 7 5

1 0 5 出 水 小 学 校 1,4 5 1 2 ,0 0 8 3 ,4 5 9

1 0 6 覚 法 寺 1,1 4 3 1 ,4 8 6 2 .6 2 9

1 0 7 出 水 中 学 校 2 ,4 6 8 2 .8 4 4 5 ,3 1 2

1 0 8 白 山 小 学 校 2 ,7 6 7 3 2 5 1 6 ,0 1 8

1 0 9 白 山 保 育 園 7 4 7 9 i 4 1 ,6 9 1

1 1 0 月 出 小 学 校 1,4 1 5 1 ,5 4 0 2 ,9 5 5

小 計 5 4 ,2 4 4 6 2 ,6 7 5 1 1 6 ,9 1 9

合 計 1 5 8 ,7 5 1 1 8 6 ,4 8 9 3 4 5 ,2 4 0

-52-



(2)市議会議員選挙各種記録の推移

ヽ

挙施行年 月 日

区 分
昭 3 8.4.3 0 昭 4 2 .4.2 8 昭 4 6.4.2 5 昭 5 0.4 .2 7 昭 5 4.4 .2 2

有 権 者 総 数 2 2 6,4 4 0 2 4 9,6 8 5 3 0 1,8 6 4 3 1 8,1 6 9 3 4 0,5 4 8

投 票 者 数 1 6 5,7 6 3 1 8 4,4 7 2 2 1 9,8 0 8 2 2 9,0 7 6 2 4 3,0 1 0

投 票 率 (% ) 7 3.2 0 7 3.8 8 7 2 .8 2 7 2.0 0 7 1.3 6

立 候 補 者 数 9 6 9 9 8 9 6 8 6 4

定 数 4 8 4 8 5 2 5 2 5 2

最 高 得 票 数 4 ,5 2 7 3,6 6 4 4,6 6 1 5,6 1 8 6,4 9 8

当選 者最 低 得 票 数 1,7 3 4 1,9 1 6 」4 3 8 2 ,7 0 0 3,2 0 6

立候補 者最 高 年 齢 6 9 7 3 6 6 6 8 8 0

′
〟 最 低 年 齢 2 5 2 9 2 6 2 7 3 0

(3)各種選挙の投票率

(単位　%)

選 挙 別 開 票 区 m i 第 2 第 3 全 体

熊 本 市 長 選 挙 (昭 5 3 .l l . 2 6 ) 4 1.8 3 4 0 .5 7 4 0 .7 9

-

4 1 .0 8

熊 本 県 知 事 選 挙 (昭 5 4. 2 . 4 ) 3 4 .0 2 3 2 .l l 3 3 .5 0 3 & 2 5

県 議 会議 員一 般 選 挙 (昭 5 4 . 4 . 8 ) 6 3 .3 1 6 6 .2 5 6 2 .2 5 6 3 .8 6

市 議会 議 員† 般 選 挙 (昭 5 4. 4 . 2 2 ) 7 0 .1 8 7 4 .8 1 6 9 .3 9 7 1.3 6

参 議 院議 員補 欠 選 挙 (昭 5 4. 4 . 2 2 ) 6 7 .8 2 7 3 .0 8 6 6 .9 4 6 9 .1 5

衆 議 院 議 員 総 選 挙 (昭 5 4 .1 0 . 7 ) 6 9 .5 5 6 9 .8 9 6 9 .4 2 6 9 .6 1

衆 議 院 議 員 紐 選 挙 (昭 5 5 . 6 .2 2 ) I
7 4 .9 5 7 4 .2 2 7 4 .8 6

l
7 4 .6 9

参 議院 議 員通 常 選 挙 (昭 5 5 . 6 .2 2 ) 7 4 .8 8 7 4 .1 4

I

7 4 .7 8 7 4 .6 2

-
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(4)各種選挙党派別得票状況

党 派 別

選 挙 月E
区 分 自 民 社 会 公 甲 民 社 共 産 諸 派 無所属 計 ▼

無 本 市 長 遠 挙

総 得 票 数 11 4,1 7 7 2 5.5 9 7 1 3 9,7 7 4

最 高 〝 11 4,1 7 7 2 5,5 9 7

最 低 〝 11 4.1 7 7 2 5.5 9 7

得 票 率 伽 8 1.6 9 1 8.3 1 1 0 0

候 補 者 数 1 1 2

照 本 療 知 事 選 挙

総 得 票 数 96,0 7 7 1 8,2 8 7 1 1 4,3 6 4

最 高 〝 96,0 7 7 1 8,2 8 7

最 低 〝 96,0 7 7 1 8,2 8 7

得 票 率 但勾 8 4.0 1 1 5.9 9 10 0

候 補 者 教 1 . 1 2

県 議 会 議 員 選 挙

( 無 本 市選 挙 区 )

定 数 1 6

総 得 票 数 10 1.4 0 1 4 0.2 7 3 3 3,5 2 7 l l,1 5 0 l l,0 8 8 10,8 0 0 9,8 2 7 2 1 8,0 6 6

最 高 〝 13,8 0 7 1 0.8 0 8 l l,8 9 0 l l,1 5 0 l l,0 8 8 .川 8 0 0 9,8 2 7

最 低 〝 10,2 1 7 1 0.20 4 1 0,6 3 8 l l,1 5 0 l l,0 8 8 1 0,8 0 0 9,8 2 7

得 票 率 但勾 46.5 0 1 8.4 7 1 5.3 8 5.l l 5朋 4.9 5 45 1 10 0

候 補 者 数 9 4 3 1 l 1 1 2 0

市 議 会 議 員 選 挙

定 数 5 2

総 得 票 数 76,5 5 8 4 5.2 7 1 3 3,43 7 4.1 2 6 9,6 3 0 5.12 2 6 5.9 6 0 2 4 0,1 0 7

最 高 〝 6,4 9 8 4.8 6 4 4,2 6 5 4,1 2 6 3,8 4 9 5.12 2 5.8 4 3

最 低 〝 3,2 0 6 3,5 4 6 3,2 1 1 4,1 2 6 3,2 1 1 5.1 2 2 3.2 9 9

得 票 率 閃 31.8 8 1 8.8 6 1 3.9 3 1.7 2 4.0 1 2.1 3 2 7.4 7 1 0 0

候 補 者 数 18 1 2 9 1 3 1 2 0 6 4

参 議 院議 員 補 欠 選 挙

( 地 方 区 )

欠 負 l

総 得 票 数 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8,0 4 0 - 2 2 6,7 4 5

最 高 〝 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8,0 4 0

最 低 〝 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8,0 4 0

得 票 率 的 53.5 2 3 -1.l l 1 2.3 7 1 0 0

候 補 者 数 1 1 1 3

衆 議 院 議 員 総 選 挙

( 無 本 県 第 1 区 )

定数 5

総 得 票 数 56,9 5 3 6 9,6 6 4 3 9,7 5 5 1 0,1 8 8 1,2 8 6 61 8 7 2 2 4 1,7 1 8

最 高 〝 33,8 4 4 4 2,0 13 3 9,7 5 5 1 0,1 8 8 1,2 8 6 4 5,5 6 5

最 低 〝 21 1 0 9 2 7,6 5 1 3 9,7 5 5 1 0,1 8 8 1,2 8 6 5 5 5

得 票 率 但勾 23.5 6 2 8.8 2 1 6.4 5 4.2 2 0.5 3 2 6.4 2 1 0 0

候 補 者 数 2 2 1 1 l 3 1 0

衆 議 院 議 員 総 選 挙

( 熊 本 県 第 1 区 )

定 数 5

総 得 票 数 12 2.1 2 4 5 0.8 0 0 4 7,6 0 5 l l l.5 1 1 1,6 5 9 2 5,5 9 1 2 5 9,2 9 0

最 高 〝 46,9 2 6 5 0.8 0 0 47.6 0 5 l l.5 1 1 1,6 5 9 2 5′5 9 1

最低 .〟 3 5.0 9 6 5 0.8 0 0 4 7.6 0 5 l l.5 1 1 1,65 9 !5.5 9 1

得 票 率 伽 47.1 0 1 9.5 9 1 8.3 6 一日 ヰ 0.6 4 9.8 7 1 0 0

候 補 者 数 3. 1 i + 1 1 1 g

参 議院 議 員 通常 選 挙

( 地 方 区 )

定数 2

総 得 票 数 14 0.9 5 8 9 0,8 8 9 1 5.1 2 5 2 4 6.9 7 2

最 高 〝 7 6,6 9 0 9 0.8 8 9 1 5′1 2 5

* H " 6 4,2 6 8 9 0.8 8 9 1 5,1 2 5

得 票 率 紬 57.0 8 3 6.8 0 6.1 2 1 0 0

候 補 者 数 2 1 1 4

(注)県、市議選の最低得票数は当選者分を示す
国会議員の選挙については、熊本市の投票結果を記載
按分による小数点以下の得票数は省略
熊本市長選挙における「諸派」は「熊本市をよくする会」
熊本県知事選挙における「諸派」は「熊本県をよくする会」
県議会議員選挙における「諸派」は「新自由クラブ」
市議会議員選挙における「諸派」は「生長の家政治連合」
衆議院議員選挙における「諸派」は「日本労働党」
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10　友　好　都　市

都市名　　　桂林市(中華人民共和国)

提携年月日　昭和54年10月1日

目　的

友好都市とは、通常姉妹都市とも呼ばれているもので、地形、歴史、伝統等が類似している都市と都市との縁組

で都市相互間の文化提携、文化交流.留学生交換、行事の招待など幅広い交流を行い、国際親善の実をあげる

ことを目的としているp

提携までの経緯

無本市は、かねてより中国の都市との友好都市締結を考慮していたが.昭和54年7月、中国桂林市へ友好都

市締紗こついての事務打合せのための先遣団を派遣、同年1 0月1日、梁成業桂林市革命委貞会主任を団長とす

る桂林市友好訪問団一行20名を無本市に迎え、市議会の同意を得て、市制施行9 0周年記念式典と機を一にし

て友好都市の調印式を挙行した。

桂林市の概要

桂林市は.中国西南部、広西壮(チワン)族自治区の東北部に位置する永い歴史をもった風光明娼な都市で、

市内には澄みきった水がゆったりと流れる清江沿いに.南画にみられるような喬峰、奇岩(象鼻山・独秀峰・畳

彩山.産笛岩などと名付けられている)がそそり立ち「桂林山水甲天下」と事われるすばらしい景額を呈してい

る。

また.桂林の桂はキンモクセイのことで、キンモクセイの街路樹が衝の隅々まで植えられて、花の咲く9月・

1 0月には夢中がその香りで包まれると云われているO

桂林市の人口は、現在約37万人で.大多数は漢民族であるが、回・壮・苗塙などの民族からなっている。面

積は525平方キロメートル(無本市の約3.1倍)で、気候は亜熱帯地方に属し、年間の平均雨量は1,900ミリ

メ-トル、平均気温19'Cと温和で、住みよい地方とされ、古くから広西の政治、文化の中心地として栄えてき

たところである。

親善交流状況

昭和5 5年1月星子熊本市長を団長とする熊本市友好訪問団が桂林市を中心に中国各地を歴訪し、友好交流事

業について具体的話し合いを行って以来、両市の友好往来はますます活発になり、特にこの一一年間の往来は、将

来の交流の基礎を築いた。

主な交流事業をあげると、

5 5年5月　　棲林市考察組の東熊　　　　　　　　　5 5年9月　　熊本市友好訪問団の桂林市訪問

5 5年8月　　熊本市高校生の桂林市訪問　　　　　　　5 5年1 1月　　熊本市の公害関係職員を桂林市に派遣

5 5年8月　　梁山桂林市革命委員会主任及び歌舞団　　5 6年2月　　熊本市の千味桜を棲林市に贈呈

一行の火の国まつり参加

このほか、民間における文化交流(アマチュアオーケストラ、人形劇等)も活発に行われている。

今後も、なか「層、経済・文化などの各分野にわたり協力と交流を促進し、日中両国民の子子孫孫にわたる友

好発展につとめる。
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11　名　誉　市　民
(昭56. 4. 1現在)

故徳富猪一郎(蘇峰)氏(昭和30年顕彰)

文久3年1月2 5日生まれ。近世日本の先覚者として、また、すぐれた思想家であった。

無本在住中は大江義塾の創始者として子弟の教育に専念し.その啓蒙的影響が大であった。

昭和32年11月2日逝去(94歳)

故高橋守雄氏(昭和30年覇彰)

明治1 6年1月1日生まれ。第7代市長として、 3大事業などを完遂(二十三聯隊の移転.市電.上水道の開設そ

の他)無本市の近代化、発展、繁栄につくし、また、教育者として、郷士教育の振興育成に活躍した。

昭和32年5月6日逝去(74歳)

故細川護立氏(昭和35年顕彰)

明治1 6年1 0月2 1日生まれ。細Jl隊1 6代当主、有奨学会の舎長、また、肥後奨学会の総裁に就任、多額の奨学

金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として.本市の重要文化財、史跡名勝

などの保存活用に貢献した。

昭和45年11月18日逝去(87歳)

故福田令寿氏(昭和35年顕彰)

明治5年1 2月7日生まれ,医師開業のかたわら、石高、医専などで教鞭をとり、子弟の教育に専念のはか、社会文

化、社会福祉関係の諸要職を歴任した。特に県の文化功労者に冬らばれたはか.かずかずの叙勲、受賞にかがや

き、郷士の社会文化.福祉の向上発展につくした功簾は大きい。

昭和48年8月7日逝去(100歳)

故宇野哲人氏(昭和44年顕彰)

明治8年1 1月1 5 B生まれ。東京帝国大学で漢学、中国哲学の教授、名誉教授としてのすぐれた業顔は、郷土無本

の文運の興隆に、多くの影響をあたえた.また.現在わが国における漢学関係の学究者で、直接、間接に氏の薫

陶、影響を受けないものはないといっても過言ではない。

昭和49年2月19日逝去(98歳)

故堅山熊次(南風)氏(昭和44年顕彰)

明治20年9月1 2日生まれ横山大観画伯などに師事、日本画に精進し、その多くの作品のうえに肥後の郷土色の

にじみ出た芸術の香りがよく生かされている。

氏のすぐれた業績は.現在、大観画伯なき後の日本画壇の第一人者といわれ.また、郷土文化の進展に大きく

貢献している.

昭和55年12月30日逝去(93歳)
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後藤祐太郎(景山)氏(昭和54年顕彰)

明治1 9年6月8日生まれo無水こおける文化啓蒙家として郷土史の研究、文化活動において多大の功績があった。

俳句同人誌「東火」 (昭和2年fかわがらし」として創刊。昭和17年に改題。 )主宰をはじめ、力作「肥後

文人画の研究」 「肥後国語」等の著作、 「照本市政七十年史」の編纂、 「県史」 「県議会史」の監修など、氏が

手がけた仕事は、名利を求めず時流Iともおもねらず、ひたすら自己の真実を貫くその生活態度とともに.今日高

く評価されている。勲五等瑞宝章受賞。県近代文化功労者。無日社会賞受賞。

現在94歳

中村破魔子(汀女)氏(昭和54年顕彰)

明治3 3年4月1 1日生まれ。現代女流俳人の第一人者。氏の句は女性特有のこまやかな情感に裏打ちされて艶であ

り優であり且つ頭脳的であるところにその本債があるが、そのなかにはまた、常に変あらぬ故郷熊本を想う純情

がみなぎっているのも特徴の一つであるO俳誌「風花」を主宰する傍ら、 「春雪」 「汀女句集」 「春暁」 「花影」

「都鳥」 「畜商粧ふ」など数々の句集をはじめ、 「ふるさとの菓子」 「その日の風」などの随筆集を刊行し、女

性俳句の隆盛はもとより文化の振興に多大の貢献があった。勲四等宝冠章受賞。県近代文化功労者。

現在80歳
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(2)予算総括表
(単位　千円)

年 度 5 6 年 度 5 5 年 度 予 算 比 較 伸

也 二 塾

03)会 計 別 当 所 予 算 仏) 当 初 予 算 (B , 現 計 予 算 仏j - te )

一 般 会 計 8 1,2 5 0,0 0 0 4 9.0 ' 7 4,0 4 0,0 0 0 4 9.7 8 8,7 8 9,2 7 4 :>3 x 7.2 1 0,0 0 0
9.7%

特 別 会 計 6 1,0 9 5.2 0 2 3 6.8 5 5′4 4 0,6 8 5 3 7.3 5 5.5 6 7,8 0 5 3 3.7 5,6 5 4,5 1 7 1 0.2

国 民 健 康 保 険 会 計 2 0,9 2 4,7 7 8 12.6 1 8′8 2 7,4 7 4 1 2 .7 1 8,7 1 7,1 4 7 l l.3 2,0 9 7,3 0 4 l l.1

住 宅 改 修 資 金 貸 付 事 業 会 計 3 9.2 8 9 0 3 4,9 0 4 0 3 5一6 4 4 0 4,3 8 5 12.6

覧 害 居 等 宅 葦 聖 書 2 6 .6 3 1 0 2 5,5 7 0 0 1 3.2 2 8 0 1.0 6 1 4.1

老 人 居 室 整 備 資 金

貸 付 事 業 会 計
9 3 ,6 3 5 0.1 7 7,9 4 7 0 .1 7 7,9 4 7 01 1 5,6 8 8 2 0.1

交 通 災 害 共 済 事 業 会 計 7 8′1 4 4 0 7 6,5 4 2 0.1 9 0,6 6 1 0.1 1,6 0 2 2.1

食 肉 セ ン タ ー 会 計 1 9 8,1 5 2 0.1 1 8 3,2 7 6 0.1 1 9 9,1 7 4 0.1 1 4,8 7 6 8.1

農 業 共 済 事 業 会 計 2 99 .6 5 4 0′2 2 8 6,6 5 4 0.2 3 3 6,5 2 6 0▼2 1 3,0 0 0 4.5

産 業 振 興 資 金 会 計 2,7 39,4 2 0 1.7 2,2 3 5,1 0 0 1.5 2,6 6 1,1 0 0 1.6 5 0 4 3 2 0 2 2.6

中 小 企 業 勤 労 者

福 祉 共 済 事 業 会 計
5 3′9 37 0 4 5,1 1 8 0 4 7,6 1 2 0 8,8 1 9 19.5

流 通 業 務 田 地 造 成 事 業 会 計 1,5 75,9 6 1 0.9 1,5 53 2 1 1 1.1 4 7,1 5 9 0. 2 2,7 5 0 1.5

競 輪 事 業 会 計 2 5′8 1 9.86 6 1 5.6 2 3,4 6 0,8 3 3 1 5.8 2 4,3 6 8,8 4 5 1 4.8 2′3 5 9,0 3 3 1 0.

無 本 城 会 計 3 7 6.9 8 0 0.2 4 36,1 6 2 0.3 4 5 7,9 4 3 0.3 ∠ゝ 5 9,1 8 2 ∠ゝ 1 3.6

都 市 開 発 資 金 会 計 1 7 1,0 8 4 0.1 1 7 2,7 4 9 0.1 1 7 2,7 4 9 0.1 ∠ゝ 1,6 6 5 ^ 1.0

東 部 第 一 土 地 区 画

整 理 事 業 会 計
1 7 4,8 4 2 0.1 1 8 9,2 4 7 0.1 1 9 3,9 2 0 0.1 ∠ゝ 1 4′4 0 5 ∠ゝ 7-6

東 部 第 一 土 地 区 画

整 理 清 算 会 計
9 7,5 3 0 0▼1 1 32 1 5 0 1 3,2 1 5 0 8 4,3 1 5 6 3 8.0

復 興 土 地 区 画 整 理 清 算 会 計 3 2,5 1 3 0 3 7,2 6 1 0 3 1.9 6 8 0 . ∠ゝ 4,7 4 8 1 2.7

公 共 下 水 道 事 業 会 計 7,9 0 4,9 0 6 4.8 7,3 2 3,9 8 9 4.9 7,6 6 6,0 2 6 4.7 5 8 0,9 1 7 7.9

水 洗 便 所 改 造 資 金

貸 付 事 業 会 計
3 4 5,3 4 8 0.2 3 5 0,4 9 1 0.2 2 9 5,1 5 7 02 ∠ゝ 5,1 4 3 ∠ゝ 1.5

住 宅 新 築 資 金 貸 付 事 業 会 計 1 4 2′5 3 2 0.1 1 川 9 4 2 0 1 1 4 1.7 8 4 0.1 3 1,5 9 0 2 8.5

一 般 . 特 別 会 計 合 計 1 4 2′3 4 5,2 0 2 8 5.8 1 2 9,4 8 0,6 8 5 8 7.0 1 44,3 5 7,0 7 9 8 7.5 1 2,8 6 45 1 7 9.9

企 業 会 計 2 3.5 5 0.8 6 9 1 4.2 1 9,3 8 0,6 5 7 1 3 .0 2 0,6 2 9,8 0 5 1 2.5 4,1 7 0,2 1 2 2 15

産 院 会 計 4 0 8,6 0 4 0.2 3 6 0.2 6 5 0 .2 4 0 1,3 5 4 0 .2 4 8,3 3 9 1 3.4

市 民 病 院 会 計 4,6 16′4 5 4 2.8 3β 7 8,2 7 0 2,1 3,4 3 0,2 3 5 2 .1 1,5 3 8′18 4 5 0.0

水 道 事 業 会 計 13 .2 吋 9 15 8.0 l l,1 8 3′6 3 9 7.5 l l,5 6 7,3 5 8 7.0 2,0 6 6,2 7 6 18.5

交 通 事 業 会 計 5′2 7 5,8 9 6 3.2 4,7 5 8,4 8 3 3.2 5′2 3 0,8 5 8 3.2 5 1 7,4 1 3 1 0.9

総 計 1 6 5.8 9 6.0 7 1 1 0 0 1 4 8′8 6 1,3 4 2 1 〔川 1 6 4,9 8 6,8 8 4 1 0 0 1 7,0 3 4,7 2 9 l l,4
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(3)一般会計性質別財源充当状況 (単位　千円)

区 分

性 質 別

5 6 年 度 当 初 予 算 5 5 年 度 当 初 予 算

特 定 財 源 一 般 財 源 特 定 財 源 一 般 財 源

予 算 額 構

成

比

.& m

構

成

比

金 額

樵

成

氏

予 算 額 捕

成

也

金 額

樵

成

比

& m

構

成

比

1 人 件 費 2 0,8 6 6,2 2 0

%

2 5.7 1,5 8 5.6 8 8

%

4l8 1 9,2 8 0,5 3 2

%

4 0.0 19,5 2 4,9 3 1

..

2 6.4 1,5 9 0.4 1 4

%

5.1 1 7,9 3 4,5 1 7

%

4 L 7

2 物 .件 費 5,7 7 3,9 0 6 7.1 1,0 6 6,0 5 1 3.5 4,6 0 7,8 5 5 9.6 4,9 5 2,0 8 3 6.7 9 2 7,2 5 6 3.0 4.0 2 4,8 2 7 9.4

3 維 持 補 修 費 1,2 3 1,1 2 8 1.5 2 13,6 59 0.6 1,0 1 7,4 6 9 2 .1 1,13 5.5 6 0 1.5 1 6 2,9 3 4 0.5 9 7 2,6 2 6 2.3

4 扶 助 費 1 7,8 0 7,9 0 8 2 1.9 1 4,5 5 3,8 9 4 4 4.1 3,2 5 4.0 1 4 6.8 1 6,4 22,2 1 3 2 2ー2 1 3,4 6 2.2 5 7 4 3.4 2,9 5 9,9 5 6 6.9

5 補 助 費 等 2,4 3 6,7 2 6 3.0 2 2 1,5 9 1 0.7 2.2 1 5.1 3 5 4.6 2.5 5 4,7 2 5 3.4 加 2,6 7 3 0.9 2.2 9 2.0 5 2 5.3

6 墓 通 建 設

ォ
2 2.5 8 0,7 7 6 2 7.8 1 3.2 2 9,7 10 4 0.0 9,3 5 1,0 6 6 1 9.4 2 0,9 2 5.3 5 5 2 83 1 2.7 44,4 0 6 4 1.1 毘1 8 0.9 4 9 1 9.0

補 助 事 業 9,4 6 7,8 0 4 l l.7 8,2 3 6,8 4 3 2 4+9 1,2 3 0.9 6 1 2.6 8,4 5 4.6 0 7 ll.4 7,4 4 5.6 5 5 2 4 ー0 1,0 0 8,9 5 1 2.3

単 独 事 業 1 3,1 1 2,9 7 2 1 61 1,9 9 2,8 6 7 1 5.1 8,1 20.10 5 1 6.8 1 2.4 7 0.7 4 8 16.9 5,2 9 8,7 5 0 17.1 7,17 1,9 9 8 1 6.7

7 芸 害 復 旧

莱
5 8,8 5 7 l= 5 8.5 2 1 0▼2 3 3 6 0 1 5,4 4 4 0 1 5.2 0 1 0 2 4 3 0

8 失 対 事 業 1,4 5 8,2 7 5 1.8 6 3 0.0 4 1 1.9 8 2 8,2 3 4 1.7 1,4 2 6,8 5 1 1.9 6 1 2.5 8 3 2 .0 8 1 4,2 6 8 1.9

9 公 債 費 4.9 7 6,9 0 1 6.1 6 5 9,2 0 0 2.0 4,3 1 7.7 0 1 9.0 3,7 2 8,1 8 7 5 0 6 0 8,3 0 4 2.0 3,1 1 9,8 8 3 7.2

1 0 積 立 金 2 3 1,5 6 5 什3 2 3 1,5 6 4 0、7 1 0 2 7 9,3 7 0 0.4 2 7 9,3 6 9 0.9 1 0

1 1 雷 撃 芸
2 6 3,3 1 1 0.3 -

2 6 3,3 1 1 0 .5 1 2 8,8 7 8 0.2 l l,0 19 0 1 1 7,8 5 9 0.3

1 2 貸 付 金 1 68,10 0 0.2 1 5 7,2 0 5 0.5 1 0.8 9 5 0 1 6 3,3 5 0 0.2 1 4 5,2 5 0 0▼5 1 8,1 0 0 0

1 3 線 出 金 3,3 2 6,3 2 7 t l 3 2 8,2 0 5 1.0 2,9 9 8,1 2 2 6.2 2,7 1 3,0 5 3 3.7 2 0 0,3 8 4 0.6 2,5 1 2▼6 6 g 5.8

1 4 予 備 費 7 0ー0 0 0 Ol -
7 0.0 0 0 0.1 7 0.0 00 0.1 7 0.0 0 0 0.2

合 計 8 1,2 5 0,0 0 0 1 0 0 3 3,0 3 5.3 2 9 1 00 8,2 14,6 7 1 1 0 0 7 4,0 4 0,0 0 0 1 0 0 3 1,0 2 2,0 5 0 1 0 0 3,0 1 7,9 5 0 1 0 0
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(4)一般会計決算の推移

(歳　入)

区 分

款 年 度

金 額 ( 千円 ) 構 成 比 (% )

5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

1 市 税 2 2ー8 6 1,0 4 3 2 瓦2 8 2,1 8 5 2 8,2 0 6,0 6 0 3 3,1 8 2,7 1 0 3 1,5 4 1,5 8 6 3 5.9 3 3 .7 3 4.5 3 7.4 3 8.8

2 地 方 譲 与 税 45 4,7 9 0 4 7 1 0 5 2 4 8 1,0 0 0 6 5 6,3 1 5 5 0 1,0 0 0 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6

3 自動 車 取 得 税 交 付金 3 6 7,1 3 5 4 1 6,47 6 3 8 0.0 0 0 4 0 0,3 7 2 3 5 0,0 0 0 0.6 0 .6 0.5 0.6 0ー4

4 胃 雷豊 繋 語
1 2 1 7 5.1 39 1,0 0 0 6,3 5 0 1,0 0 0 0 0 0 0 0

5 地 方 交 付 税 7,6 2 7,3 5 2 9,0 1 2,0 6 5 9,8 8 6,17 2 1 0.1 5 9,56 6 9,0 0 0,0 0 0 1 2.0 1 2.0 1 2.1 l lt8 1 1、1

6 竃 篭 。撃 葺 霊
16 3,8 5 6 18 4,3 5 1 16 1 3 6 5 1 09.8 9 7 1 1 0.0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

7 分 担 金 及 び 負 担 金 4 7 0,0 1 4 5 6 4,6 5 2 6 5 9,0 4 4 7 8 4.4 0 1 7 9 5,6 5 9 0.7 0 .8 0.8 0.g 1.0

8 使 用 料 及 び 手 数 料 1,1 3 7,0 0 0 1,3 3 2.5 6 1 1,3 2 6,2 0 4 1,6 6 7,4 9 2 1,7 8 9,6 8 8 1.8 1.8 1.6 2 .1 2.2

9 国 庫 支 出 金 1 4,7 4 5,▼2 1 5 1 7,5 2 4,0 2 0 1 9,7 1 8,3 9 3 1 9,3 3 8,0 7 1 1 8,3 5 6,9 6 6 2 3.2 23.4 2 4.1 2 2.8 2 2 .6

1 0 県 支 出 金 1,8 2 1,1 3 4 2,0 59,2 4 9 2,3 4 4,9 4 9 2,47 i 7 1 2 2.3 6 8,4 3 5 2,9 2 ,7 2.g 2 .6 2.9

1 1 財 産 収 入 4 8 9,1 1 0 8 6 1 4 6 4 8 6 2ー7 1 3 1,1 1 8,6 6 4 6 3 9,2 5 0 0.8 1.2

0

0

2.6

1.1 0 .7 0.8

1 2 寄 附 金 l l,3 4 4 1 4,6 0 1 5.9 9 4 4 1,1 4 6 1 0.0 0 1 .0 0 0 0

1 3 繰 入 金 4 8,2 2 0 3 0.9 3 3 6 6 8,4 9 6 2,6 2 4ー1 3 7 1 0 1 7,4 8 0 0.1 0.8 2 .7 3.7

1 4 繰 越 金 1,8 5 1,2 9 0 1,9 7 5,4 0 5 1,8 4 5.1 1 7 1,7 6 5.3 2 4 5 0 0.0 0 0 2.9 2.3 0 .7 0.6

1 5 諸 収 入 3,4 3 8,1 6 7 1 5 13,7 1 6 4,0 1 0.8 3 1 4,1 3 4,3 3 8 1 6 19,7 3 5 5.4 寸] 4.9 4.6 4 .5

1 6 市 債 8,1 3 6,8 0 0 l l.7 6 6.6 0 0 l l,1 3 4,8 0 0 l l,9 2 4ー6 0 0 8,6 49,2 0 0 1 2.8 1 5.7 1 3 .6 12.2 1 0.7

合 計 6 3,6 2 5.6 8 7 7 5.0 1 8,4 6 9 8 1,6 9 4,1 3 8 9 0,3 8 7,0 9 5 8 1.2 5 0.0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(歳　出)

区 分

款 三度

金 額 (千 円 ) 構 成 比 (% )

5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

1 議 会 費 5 3 0.7 2 4 5 6 2.9 4 9 5 9 0,9 2 1 6 3 6,6 8 5 6 4 4,3 8 3 0.9 0.8 0 .7 0.8 0-8

2 総 務 費 8,1 4 4,9 7 7 1 0,2 0 8,5 8 1 1 2.8 8 0▼0 4 8 1 4,8 3 0,7 7 3 1 2.2 9 0,4 2 5 1 3.2 1 4.1 1 5.8 1 5.0 1 5.1

3 民 生 費 1 4,3 5 1,8 2 4 1 7,00 4,7 7 2 1 9,1 7 4,8 3 9 2 0,0 6 3,8 1 0 2 0.3 5 & 5 3 4 2 3 .3 23 .5 2 3 .5 2 5.1 2 5.1

4 衛 生 費 5.8 4 8,7 8 3 8,1 2 2.4 2 0 6,1 2 7,2 5 2 6,3 2 2,5 5 1 6,6 6 1,8 43 9.5 l l.2 7.5 7.5 8-2

5 労 働 費 1,3 5 3,2 3 1 1,4 3 9,8 2 2 1,4 5 0,7 5 7 1,4 8 1,8 0 9 1,4 58,2 7 5 2.2 2.0 1.7 llq 1.8

6 & w tk m m a 1,5 0 3,0 7 7 1,7 8 2,6 0 6 1,8 4 4,7 4 2 1.8 3 7,7 17 1,6 69,0 2 1 2.4 2.5 2Ⅰ2 2.2 2.0

7 商 工 費 9 6 0,1 4 2 1,6 5 8,6 9 0 2.1 7 9.6 9 3 2.5 6 6.9 9 1 1,3 7 9,6 7 6 1.5 2.3 2 .6 3.0 1.7

8 土 木 L 費 川 6 59,1 6 3 l l,0 9 2.9 1 8 1 4,8 6 1,6 0 3 1 3,4 7 4.7 9 3 1 3,8 8 2.3 9 6 1 7、3 1 5.3 1 8.2 1 6.0 1 7.1

9 消 防 費 2.3 2 5.4 5 4 2,5 4 9,3 2 2 2.6 8 5,1 3 1 2▼7 4 8,0 5 8 2,8 1 8,8 2 0 3,8 3.5 3 .3 3.4 3.5

1 0 教 育 費 l l,0 3 2.6 1 5 1 2,7 1 4▼2 7 6 1 3,3 9 9,0 0 5 1 4,8 1 8,2 6 3 1 3,4 5 8,7 8 3 17.9 ¥ U 1 6.4 1 7、3

0

5.1

1 6ー5

1 1 災 害 復 旧 費 1 2 5.2 6 9 3 3,2 13 7 9,5 5 6 1 4 0ー0 0 8 5 7,4 7 0 0.2 0.1 0.1 0.1

1 2 公 債 費 1,8 59,4 6 3 2.4 5 8,7 7 0 1 4 8 8,9 7 2 4,5 5 8,0 3 4 4.9 8 7,1 0 1 3.0 3.4 43 6.1

1 3 諸 支 出 金 2.9 5 5.5 6 0 2,8 0 9,5 0 0 2,9 0 1,6.1 9 2,6 3 3,3 0 8 1,5 13,2 7 3 4.8 3.9 3.6 2.6 1,g

1 4 予 備 費 0 0 7 0,0 0 0 0 7 0.0 00 - - 0.1 0ー1 0.1

合 計 6 1,6 5 0,2 8 2 7 2,4 3 7,8 3 0 8 1,6 9 4,1 3 8 8 6,1 1 2.8 0 0 8 1,2 5 0,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(注)　55年度は決算見込額、 56年度は当初予算額を示す
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(5)財政指標(普通会計ベース)

(単 位 千 円 )

年 度

5 0

伸 揺

5 1

伸 指

5 2

伸 指

5 3

伸 指

5 4

悼 描

区 分
率 敬 率 a 率 敬 率 a 率 8

基 準財政需要額 16,8 0 9,7 7 8

%

9.6 1 00 20.1 41,2 2 2
%

19.8 1 20 2 2,84 1,5 8 9
..

ia 4 1 3 6 2 6.6 9 U 7、亀
..

16.9 1 59 2 9,5 11 2 0 3
-.

1 0.6 1 7 6

基 準財 政収入額 10.8 1 6.8 0 1 2 0.3 1 00 12、42 ^ 1 7 2 14 9 1 15 15.4 4 5.5 1 6 24.3 14 3 18,0 77,6 59 17、0 1 67 1 9.7 5 2.11 9 9.3 1 83

壊 準 税 収 入 額 H 36012 6 8 2 0.4 10 0 1 6,4 41,6 6 0 U .5 1 1 4 2 0.4 51 5 0 8 U .i 1 4 2 23ー947,0 50 17.1 16 7 2 6▼12 7.7 0 5 9.1 1 8 2

棟 準 財 政 規 模 216 39,2 2′3 ll.7 10 0 2 4,0 29,2 7 5 1B 4 1 16 2 7,80 9,3 2 5 15.7 1 3 5 3 2,6 1 1、70 0 17、3 il5、8 3 5i 3 a 7 4 0 9ー3 1 73

財 政 力 指 数 ′ 0ー61 0.62 鵬 5 0.6 5 0.68

実質収支比率 ㈲ 8.7 6.2 5.5 5.9 5.2

公 債 費 比率 ㈲ 5.4 5.6 5.3 61 7.3
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13　市　　税

(1 )市税の税率及び納期

税 目 税 率 納 勅 限

市

氏

秩

個

人

均 等 割 2 , 0 0 0 円

1 期 6 / 1 ~ 6 / 3 0

2 期 8 / 1 - 8 / 3 1

3 期 1 0 / 1 ~ 1 0 / 3 1

4 甲 1 / 1 - 1 / 3 1

0 一 般 的 な 申告 納 付 期 限 各 事 業 年 度終 了

の 日か ら 2 カ月以 内 、但 し、 税 務 署 長 の

所 得 割

課 税 所 得 金 教 税 率

3 0 万 円以 下 2 %

3 0 万 円 起 . 3 %

4 5 万 円 〝 4 %

7 0 万 円 〝 5 %

1 0 0 万 円 〝 6 %

1 3 0 万 円 〝 7 %

2 3 0 万 円 〝 8 %

3 7 0 万 円 〝 9 %

5 7 0 万 円 〝 1 0 %

9 5 0 万 円 〝 1 1 %

1.9 0 0 万 円 〝 1 2 %

2,9 0 0 万 円 〝 1 3 %

4 ,9 0 0 万 円 〝 1 4 %

法

人

均 等 割

1 資 本 等 の 金 額 が 5 0 億 円 を超 える法 人で熊 本 市 内

に有 す る事 務 所 、 事業 所 又 は 寮 等の 従 業 者 数 の合

計 数 が 1 0 0 人 を 超 え る もの

年 額 1,0 0 0 ,0 0 0 円

2 資 本 等 の 金 苛 が 1 0 億 円 を超 え 5 0 億 円以 下 で

あ る法 人 で 従 業 者 数の 合 計 数 が 1 0 0 人 を超 え る

もの 年 額 5 6 0,0 0 0 円

3 .資 本 等 の 金 額 が 1 0 億 円 を超 え る法 人 で従 業 者

数 の 合 計 数 が 1 0 0 人 以下 で あ る もの 及 び資 本等

の 金 額 が 1.億 円 を超 え 1 0 億 円 以下 で あ る 法 人で

従 業 者 数 の 合 計 数 が 1 0 0 人 を超 え る もの

年額 1 3 4 ,0 0 0 円

4 資 本 等 の金 額 が 1億 円 を超 え 1 0 億 円 以下 で あ

る法 人 で 従 業 者 数 の合 計 数 が 1 0 0 人 以下 で あ る

もの 及 び資 本 等 の 金 額が 千 万 円 を超 え 1 億 円 以下

で あ る法 人 年 額 4 0 ,0 0 0 円

5 前 各 号 に掲 げ る法 人 以外 の 法 人 等

年 蓉 1 3 ,0 0 0 円

承 認 を受 け た もの は.3 カ月以 内

0 人 格 の な い社 団等 で収 益 事 業 を行 わ な い

もの 公 共法 人 、 公 益 法 人 で均 等 割 の み

を 課 され る もの

4 月 3 0 日

法 人 税 別 { 霊 . ( 芸 芸 tLt霊 警 誓 雷 霊 >左 目 1 4 .1 0 芸 )

県

氏

秩

個

¥

均 等 割 5 0 0 円

市 民 税 と同 じ所 得 別

課 税 所 得 金 額 税 率

1 5 0 万 円以 下 2 %

1 5 0 万 円 起 4 %

国 定 資 産 税 1.4

1期 4 / l ~ 4 / 3 0

2 期 7 / 1 - 7 / 3 1

1 0 0 . 3 期 9 / l ~ 9 / 3 0

4 期 1 2 / l ~ l 2 / 3 1

都 市 計 画 税
0- 2

1 0 0
固定 資産 税 と同 じ

餐 自 動 車 税

1 原 動 機 付 自転 車

(カ 総 排 気 量 が 5 0 c c以 下 7 0 0 円

(i ) 〝 9 0 c c " 1,1 0 0 円

(9) 〝 1 2 5 c c 〝 1,4 5 0 円

2 礎 自動 車

C7)二 輪 の も の ( 個 車 付 を含 む 2 ,2 0 0 円

(4 )三 輪 の も の ( 2 ,0 0 0円 2 ,8 5 0 円
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税 目 税 率 納 期 限

(ウ)朝 の もの{雷 .i.霊 8 3 P3) 5,2R ) 6,5 3 謂

鮒 用のもの {器 2 ,9 0 OR3,6 5 O R

的雪上車 2,2 0 0円

3 小型特殊 自動車 1

(刀 .農耕作業用 自動車 1,4 5 0 円

の 刈坂脱穀作業 自動車 1,4 5 0 円

(9 ) その他の もの 4,3 0 0 円

4 二輪 の小型 自動車

総排気量が 2 5 0 c c 趨 3,6 5 0円

(荏) ( ) の金額 は電気軽 自動車等 に適

jf]される税率

5 / l ~ 5 / 3 1

市たば こ消費税 1 8.1 %
小売人又は直接消費者 に売 り渡 した月の

翌月末 E]まで

電 気 税 5 % 毎月 2 5 日

ガ ス 税 2 % 毎月 2 5 日

木 材 引 取 税

. ( 1立方メー トル当た り)

1 す ぎ 9 7 円

2 ひのき 1 1 9 円

3 ま つ 7 6 円

4 広葉樹 9 0 円

5 けやき及びまかば 広葉樹の 1.3倍

6 内地産のくす、なら、ほほ、えんじゆ、 く

わ、しほじ、やちだも、 くるみ ( さわ くるみ

を含む ) 、けん ほ う、 なし及 ぴ くり

以上広葉樹の 1.2倍

7 内地産のかし類 (あかか し、あらかし、 し

らかし、うはめかし及びいちが し)

広葉樹の 1.1倍

8 ぶな及びしい 広弟封の0 -6倍

9 針葉樹の/くルプ用材及び坑木

す 乳 ひのき、まつの0.6 倍

1 0 広葉樹のパルプ用材及び抗木 .

広葉樹の0 .5倍

毎月 7 日

商 品 券 発 行 税 商品券発行額の 2 % 毎月 1 0 日から末日

糊 り土地保有税

土地の保有に対 して課するもの 了鵠 l 土地の保有に係.るもの (保 有分 ) 5月末日

土 地の敢得に対 して課するもの 高 土地の敢得に係るもの (散 開分) 8月末日

2 fl * H

事 業 所 税

1 既設分 既設分

C7) 鞄 要塞fj 事業所床面穣 1 I㌔につき 法人- 各事業年度終 了の日か ら2 カ月以内

年 5 0 0 円

6 ) 従業謝 楳 敵 城 額の 昔詣

2 新 設分

個人 - そ の年 の 翌年 3 月 1 5 日

新設分

新増設事業聯 積 1 m2につき 6 ,0 0 0 円 新増築 しち日か ら 1月以内
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(2)納税義務者の推移

税 目 年 度 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5

市

氏

秩

個

人

也
【∃

均 等 割 の み 7, 3 4 1 6 ,7 4 0 5 ,8 8 4 6 ,3 4 5 7 ,0 3 5

過 所 得 割 の み 5, 8 6 5 6 ,9 6 4 8 ,0 3 3 9 ,2 8 3 1 0 ,0 8 4

敬

収
完 全 納 税 者 2 4 ,3 3 9 2 8 ,2 2 2 3 2 ,6 3 5 3 6 ,0 1 0 3 7 ,8 5 8

計 3 7 , 5 4 5 4 1 ,9 2 6 4 6 ,5 5 2 5 1 ,6 3 8 5 4 ,9 7 7

特 均 等 割の み 4 ,6 7 0 3 ,3 6 8 2 .3 0 9 2 ,0 4 5 1 ,9 3 0

別 所 得 割 の み 1 2 ,8 2 2 1 4 ,0 9 6 1 6 ,8 1 5 1 5 ,5 1 1 1 6 ,0 8 7

敬 完 全 納 税 者 9 6 ,8 8 7 9 8 ,5 1 1 9 9 , 1 6 5 1 0 2 ,9 9 9 1 0 4 ,6 5 8
収

計 1 1 4 ,3 7 9 1 1 5 ,9 7 5 1 1 8 ,2 8 9 1 2 0 ,5 5 5 1 2 2 ,6 7 5

小 計 1 5 1 ,9 2 4 1 5 7 ,9 0 1 1 6 4 ,8 4 1 1 7 2 ,1 9 3 1 7 7 ,6 5 2

法 人 調 定 件 数 1 3 ,6 4 8 1 4 ,6 6 0 1 4 ,7 9 3 1 6 ,6 6 6 1 7 ,0 0 0

固 資 土 地 及 び 家 屋 9 6 ,4 8 0 1 0 2 ,6 9 9 1 0 6 , 7 4 6 1 1 0 ,5 2 0 1 1 4 , 5 2 4

産

定 税

償 却 . 資 産 ( 2 ,1 0 5 ) ( 2 ,1 8 8 ) ( 2 ,2 8 3 ) ( 2 ,3 2 5 ) ( 2 ,4 6 9 )

小 計 9 6 ,4 8 0 1 0 2 ,6 9 9 1 0 6 ,7 4 6 1 1 0 ,5 2 0 1 1 4 ,5 2 4

軽 自 動 車 税 6 9 ,7 6 1 6 9 ,3 5 9 7 3 ,7 4 8 7 6 ,7 8 0 8 3 .7 7 9

合 計 3 3 1 ,8 1 3 3 4 4 ,6 1 9 3 6 0 , 1 2 8 3 7 6 ,1 5 9 3 9 2 .9 5 5

対 前 年
増 加 数 ∠ゝ 2 ,3 2 7 1 2 ,8 0 6 1 5 ,5 0 9 1 6 ,0 3 1 1 6 ,7 9 6

伸 長 率 (% ) 9 9 .3 1 0 4 1 0 5 1 0 4 1 0 4

(注)償却資産に係る( )は土地及び家屋に含む

(3)市税収入状況 (単位　千円)

年 度

税 目

5 4 5 5

調 定 額 収 入 額 収 入 率 (% ) 調 定 額 収 入 額 収 入 率 (% )

市
個 人 分

普 通 徴 収 1 7 1 9,8 4 7 3,5 8 6,4 5 4 9 6.4 4▼5 9 4.9 9 8 4.4 0 9,4 7 0 9 6.0

特 別 徴 収 7,4 7 0.8 3 1 7,4 4 2.5 8 6 99.6 8.6 2 9,6 5 1 8,5 7 6,5 6 9 9 9.4

氏

税

計 l l,1 9 0.6 7 8 l l,0 2 9,0 4 0 9 8 .6 1 3,2 2 4,6 4 9 1 2.9 8 6,0 3 9 9 8.2

法 人 分 4,3 3 5,0 日9 4.2 8 5.7 7 3 9 8.9 4,6 9 8,7 9 7 4.6 43,1 4 8 9 8.8

小 計 1 5.5 2 5.7 17 1 5ー3 1 4.8 1 3 9 8.6 1 7,9 2 3,4 4 6 1 7,6 29,18 7 9 8 .4

固 資

産

」 itt

固定 尭 童 土 地 家 屋償 却 資産 7,9 0 7,9 1 2 7,8 1 3,2 3 6 9 8.8 8,7 6 6,5 9 1 8,6 2 2.5 8 8 9 8 .4

交 付 金 . 納 付 金 3 7 5.6 6 5 3 7 5.6 6 5 1 0 0 4 0 4.1 4 0 4 0 4.14 0 1 0 0

小 計 8,2 8 3,5 7 7 a i 8 8,9 0 1 9 8.9 9,1 7 0,7 3 1 9,0 2 6.7 2 8 9 8.4

餐 原 動 機 付 自 転 車 3 9,7 2 0 3 8,7 9 7 9 7.7 4 3.7 2 5 4 2.4 3 7 9 7 1

自

動

車

秩

軽 自 動 車 1 3 4,0 7 9 1 3 2.6 5 8 9 8.9 1 3 5.8 5 7 1 3 1 9 7 5 9 8 b

二 輪 小 型 車 5.0 5 8 4,9 1 6 9 7.2 ′ 5.9 0 4 5.6 9 4 鴨 5

小 計 1 7 8,8 5 7 1 7 6,3 7 1 9 8.6 1 8 5.4 8 6 1 8 2.1 0 6 9 8.2

た ば こ 消 費 税 1,7 52,7 2 3 1,7 5 2.7 2 3 1 0 0 1,8 12,9 2 8 1,8 1 2,9 2 8 1 0 0

電 気 税 9 7 8,8 6 2 9 7 8,8 6 2 10 0 1,3 90,7 9 9 1,3 9 0,7 9 9 1 0 0

ガ ス 税 4 2.3 7 1 4 2ー3 7 1 1 00 5 4.7 8 1 5 4.7 8 1 1 0 0

木 材 引 取 税 1 1 6 1 1 6 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 0 0

特 別 土 地 保 有 税 1 4 1,8 6 1 1 4 1,6 19 99.8 1 3 8,3 8 5 1 2 2.9 8 2 8 8 .9

商 品 券 発 行 税 5 1,6 7 6 5 1,6 7 6 1 00 5 5ー42 2 5 5.4 2 2 1 0 0

事 業 所 税 7 0 4,5 9 1 7 0 0,4 8 5 9 9.4 1,1 0 9,5 4 0 1,0 9 5.7 9 3 9 8 .8

都 市 計 画 税 1,3 4 3,3 1 1 1,3 2 7,1 9 0 9 8.8 1,4 7 4,7 9 2 1,4 5 0,5 2 9 9 8 .4

旧 法 税 収 入 2 0 0 -
合 計 . 2 9.0 0 3.6 6 2 2 8,67 5,1 2 7 9 8.9 3 3,3 16,5 2 2 3 2,8 2 1,4 6 7 9 8.5

滞 納 繰 越 分 1,8 7 5,3 2 1 3 2 1,6 6 1 17.2 1,8 7 5,5 6 9 3 0 8,7 4 7 1 6 .5

総 計 3 0,8 7 8,9 8 3 2 8,9 9 6,7 8 8 9 3 .9 3 5.1 9 2.0 9 1 3 3,13 0,2 1 4 9 4 .1

(注)　55年度分は決算見込額
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(4)納税貯蓄組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

′区 分

m ^ n
組 合

税 目
調 定 額 組 合 納 付 顎 収 入 率 事 務 費

交 付 金

(0 )

割 合

Z "

S S f

年 度
員 数

(A ) 件 数 金 額 ( B )

呈 倒
交 付 基 準

5 1 9 5 0 5 4,0 0 0

市 民 税 2,1 9 4,6 1 7 3 3,0 0 9 3 8 2,9 3 7 1 7.4

5 4,7 0 6 0、6

納 期 内 に 完 納

した 市 税 の

国 定 資 産 税 6,3 9 9,0 5 5 1 5 9,2 9 0 L 4 9 5,1 7 9 2 3.4

軽 自動 車 税 1 7 8,6 6 3 U 8 6 7 3 0,9 2 9 17.3

計 8,7 7 2,3 3 5 2 0 6,1 6 6 1.9 0 9,0 4 5 2 1.8

5 2 9 2 5 5 2.10 0

市 民 税 2,5 14,6 2 9 3 1 5 2 0 4 0 0,8 6 0 15.9

6 0,7 1 4 0.6

国 定 資 産 税 7,4 84 2 5 5 1 6 4,5 7 3 1,7 5 3,9 5 8 2 3.4 1 0 0 分 の 3

軽 自 動 車 税 1 6 7, 6 6 5 l l,2 0 9 2 3,8 1 0 H .2 ( 最 高 3,0 0 0

計 10,1 7 0′5 4 9 2 0 9,3 0 2 2,1 78,6 2 8 2 1-4 円 ) .と

嶺 収 書 1 枚 に

5 3 8 7 1 4 5,9 0 0

市 民 税 1 0 5 2,9 9 2 3 4,1 9 6 4 4 1,4 0 5 1 4▼4

6 L 3 1 9 0.5

固 定 資 産 税 8,1 44,8 0 9 1 4 9,0 4 8 1,8 9 7,7 9 5 2 3 .3 つ き 1 0 円

均 等 割 積 収 書

に つ い て は 1

軽 自 動 車 税 1 6 6,1 7 4 8,6 0 5 1 8,4 6 3 1 1、1

計 1 1 3 61 9 7 5 1 9 1,8 4 9 2.3 5 7.6 6 3 2 0.7

5 4 8 5 0 4 5,3 0 0

市 民 税 3,7 19,8 4 7 3瓦2 9 8 3 7糾 3 4 1 0.2

6 4,8 7 9 0.5

固 定 資 産 税 9,2 5 1 2 2 3 1 3 6.5 4 1 2,2 3 4 7 0 8 2 42 枚 に つ き 5 0円

軽 自動 車 税 1 7 8,8 5 7 9,3 8 2 2 0,9 4 7 l l.7

計 11 1 4 9,9 2 7 1 8 1,2 2 1 2,6 3 4,0 8 9 ′2 0.0

5 5 8 0 5 3 8,0 6 5

市 民 税 4,5 9 4,9 9 8 33,5 2 4 4 8 8,0 9 3 1 0.6

6 6.5 9 0 0.4

固 定 資 産 税 10,2 4 1,3 8 3 1 29,4 4 5 1,6 6 6,7 3 6 16.3

軽 自 動 車 税 1 8 5,4 8 6 a m 17,7 8 1 9.6

計 1 5.0 2 L 8 6 7 7 1,0 8 0 2,1 7 2,6 10 H .5

(注) o調定額は納税組合の対象となるものについて計上し、固定資産税には都市計画税を含む

0 5 5年度は決算見込額
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14　開　発　公　社

名　　　　　称

設立年月　日

日　　　　　的

財団法人　熊本市開発公社

昭和39年7月3日

公社は、無本市と一体となり、都市の開発及び再開発のための事業を推進することによ

り、無本市の産業経済の発展と市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

事　　　　業　o市街地開発に必要な用地の取得、造成.管理及び処分

。道路その他公共の用に供するため.必要な土地の車っ旋、取得、造成管理及び処分

。駐車施設(無本市下通1丁目1番)の建設管理及び処分

o前各号に掲げるもののはか公社の目的を達成するために必要な事業

役　　　　員　理事長　助　役　　　理　事　市民局長　経済局長　衛生局長　建設局長

(昭55.4.1現在)副理事長　助　役　　　　　　　　建設局参事　教育長　企画広報部長

常務理事　総務局長　　　監　事　収入役　副収入役

'役員の任期は2年、ただし再任をさまたげない。

資本金及び資金　基本財産　10,000千円(市出資金)

資金は市の損失補償を得て訪中銀行等より借入している。

利　・率　年9分以内(2年据置を含め1 0カ年以内の半年賦及び年賦償還)

事　業　実　弟

区分 事 業 名
執 行 額

備 考
面 金 顎

昭

和

五

十

五

年

教 育 施 設

JTf

9,3 61. 16

P]

280,498,2 12 力合小学校拡張用地ほか

福 祉 施 設 1,32 4 32,688,60 0 池上保育園移転用地

清 掃 施 設 2,01 6 37,416,960 北部清掃事業所拡張用地

公 園 施 設 乳985. 6 6 443,558,99 5 江津湖公園用地ほか

街 路 施 設 4,39 0. 8 1 641,461,43 4
都市計画道路 3 - 3 - 7 号

皮

事

業

熊本駅 .新外線用地はか

土 木 施 設 12 4. 9 7 2,331,399 市道 ( 城山薬師町～小島上町 ) 拡幅用地

「公有地拡大法」

関 連 施 設
20,19 5. 45 57 8,057,6 30 南部第一土地区画整理事業用地ほか

その他公共施設 ll,77 7. 50 660,20 7,83 0 交通局営業所用地はか

合 計 59,17 5. 5 5 2,67 6,22 1,0 60
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15　土地開発基金

設　　置　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために敢碍する必要のある土地をあらかじ

め取得することにより、事業の円滑を執行を由かるため、熊本市土地開発基金を設置するO

基金の叡　5,710,834千円(昭56.3.31現在)

運用の範囲　基金は上記の目的を達成するため、土地を先行取得するほか、熊本市開発公社の土地取得事業

に貸し付けることができる. (貸付利率　年6分5毛)

16　新　庁　舎　建　設

(1 )設計の基本的な考え方

昭和7 0年、人口7 0万人を目標とする。

線と水にかがやく明るい福祉都市、風格ある文教都市、活力にみちた中枢管理都市　伐師:市基本構想よ9)

としての発展をめざす県都熊本市のシンボルとして、健全夜市政を表徴し、市民に親しまれる外観と機能を

もち、近代的都市美と調和のとれたものとする。

新庁舎は、次の内容を基本的に具備する総合庁舎として構想する0

7　住民サービスの徹底(特に窓口事務の改善)を図るとともに、市民に栽しみやすく便利で安全を庁舎を

めざし、職員にとって明るく働きやすい庁舎とする。

イ　効率的な行政運営と、将来の都市発展に対応できる機能的な庁舎とする。

ウ　熊本市将来の都市像にふさわしい、格調ある庁舎とする。

(2)建物の概要

敷地面積10,377i㌔

建築面頼　　5,4 9 4nf

延面積　39,553nf

構　　造　高層棟部分　鉄骨造　地下2階、地上15階

低層棟部分　鉄骨鉄薪コンクリート造　地上6階

工事計画　昭和5 4年4月中旬よ37既存の建物の解体を始め、慣次新築工事に移行し夜がら工事を進め、昭

和5 6年秋に完成の予定。

設　　計(秩)山下設計

設計委託料143,700千円

工事費　総工費110億円(予定)

本体工事　6,53 1.000千円

ォ:・I".V　--・Ti一一三:"-,i?f-㍉詰,'itli 'ti)V"ilvil :t昔蝣>iil -
電気設備工事

空調設備工事

給排水衛生設備工事

昇降機設備工事

外構工事

窓口システム工事

1,051,700千円

1,1 22,80.0千円

414,600千円

413,000千円

470,000千円

110,000千円
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